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７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１号議案令和３年度大分県一般会計予算、第５号議案令和３年度大分県中小企業設備

導入資金特別会計予算及び第６号議案令和３年度大分県流通業務団地造成事業特別会計予

算について審査を行った。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 矢野順子

議事課委員会班 課長補佐（総括） 冨高徳己
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予算特別委員会次第

日 時：令和３年３月１６日（火）１０：００～

場 所：本会議場

１ 開 会

２ 歳出予算審査

（１）生活環境部関係

①予算説明

②質疑・応答

（２）商工観光労働部関係

①予算説明

②質疑・応答

３ 閉 会



- 1 -

別 紙

会議の概要及び結果

鴛海副委員長 ただいまから、本日の委員会を

開きます。

まず、執行部の皆さんに申し上げます。

各部局の入れ替わりがありますので、マスク

を着けたまま発言願います。

また、発言の際は、マイクを立てて、口元を

マイクに近づけてはっきりと発言願います。

それでは、この際、付託された予算議案を一

括議題とし、これより生活環境部関係予算の審

査に入ります。

執行部に申し上げます。

説明は主要な事業及び新規事業に限り、簡潔

かつ明瞭にお願いします。

それでは、生活環境部関係予算について、説

明を求めます。

髙橋生活環境部長 第１号議案令和３年度大分

県一般会計予算のうち、生活環境部に関する予

算について御説明します。

お手元の令和３年度生活環境部予算概要の３

ページを御覧ください。

令和３年度生活環境部当初予算（一般会計）

の概要ですが、各施策の基本方針を中心に御説

明します。

まず、１のおおいたうつくし作戦の推進につ

いてです。

本県の豊かな天然自然を守り、活用した取組

を進めるとともに、プラスチックごみの削減や

温暖化緩和策に加え、気候変動への備えなど、

県民総参加のうつくし作戦を着実に進めていき

ます。

その下、２の安全・安心を実感できる暮らし

の確立についてです。

安全・安心が実感できる暮らしの確立に向け

た取組として、若年層を中心に自転車の安全利

用に向けた教育・啓発や、複雑多様化・深刻化

する消費者トラブルの未然防止対策を行います。

また、ＨＡＣＣＰの導入による食の安全確保

と健全な食生活のための食育を推進します。

次に、３の人権を尊重し共に支える社会づく

りの推進についてです。

配偶者やパートナーからの暴力等は、コロナ

禍の社会不安も背景に増加することも懸念され

ているため、相談しやすい体制づくりや暴力根

絶に向けた教育啓発等を進めていきます。

次に、５の強靱な県土づくりと危機管理体制

の充実についてです。

頻発・激甚化する豪雨災害や緊迫度が増して

いる南海トラフ地震に備えるため、令和２年７

月豪雨の教訓も踏まえ、市町村など関係機関と

の連携強化はもとより、民間活力や先端技術も

活用した、より実効性のある防災・減災対策を

推進します。

また、地域の自主防災組織等とのさらなる協

力を進め、地域の防災力を高めます。

その下、６の女性が輝く社会づくりの推進に

ついてです。

男女が共に責任を分かち合い、個性と能力を

十分に発揮できる社会の実現を図るため、固定

的役割分担意識の解消に努め、経済界とも連携

し、女性が働きやすい環境の整備やスキルアッ

プの支援に加え、男性の家事参画も促進します。

最後に７の生涯にわたる力と意欲を高める

「教育県大分」の創造についてです。

ＩＣＴ活用教育など私立学校の教育条件向上

につながる取組を支援するとともに、ひきこも

りの方など社会的自立に困難を抱える青少年や、

その家族等への支援体制の充実を図ります。

次に、５ページ、令和３年度生活環境部予算

です。

今回お願いしている生活環境部の当初予算額

は、表の左から２列目、予算額（Ａ）の上から

３番目の計欄、１３０億８，７８３万５千円で

す。

右から３列目の２年度当初予算額（Ｂ）の計

欄にある１２３億４，１３０万９千円と比較す

ると、額にして７億４，６５２万６千円、率に

して６．０％の増となります。

続いて、当部の個別事業の概要について御説
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明します。

１７ページをお願いします。

事業名欄の二つ目、優しいマナーと思いやり

の運転県おおいた推進事業費、予算額は、３８

８万円です。この事業は、高齢者への交通安全

体験講座等を実施するとともに、運転免許の自

主返納を支援するものです。

また、令和３年４月から施行される大分県自

転車の安全で適正な利用の促進に関する条例に

基づき、自転車の安全利用に関する啓発や保険

加入の促進、若年層を中心とした交通安全教育

等を実施します。

次に３０ページをお願いします。

事業名欄の二つ目、地域気候変動対策推進事

業費４，２３７万９千円です。この事業は、２

０５０年ＣＯ２排出実質ゼロに向け、温暖化の

緩和策を着実に進めるとともに、気候変動の影

響に対する適応策を充実させるものです。

緩和策については、家庭・業務・運輸部門に

おけるさらなる排出削減の取組とともに、ＣＯ

２排出削減量等を認証するＪ－クレジット制度

への登録支援に取り組みます。また、地域気候

変動適応センターを設置し、気候変動適応策を

進めていきます。

次に３３ページをお願いします。

事業名欄の一番下、「山の日」記念全国大会

開催事業費４，７２３万円です。この事業は、

１年延期し、本年８月に開催となる第５回「山

の日」記念全国大会の開催を通じて、本県の山

や温泉など豊かな自然の魅力を全国に発信する

ものです。

この大会では、九重町、竹田市、別府市にお

いて、適切な感染症対策を講じた上で、記念式

典や歓迎フェスティバル等を開催する予定です。

コロナ禍でのアウトドア志向の高まりも追い風

に、誘客の拡大につなげていきます。

次に４５ページをお願いします。

事業名欄の二つ目、女性に対する暴力防止推

進事業費３，７４８万６千円です。この事業は、

ＤＶや性暴力被害者の支援を行うとともに、女

性に対する暴力の未然防止につながる啓発等を

行うものです。

県内ブロック別ＤＶ相談会やおおいた性暴力

救援センター「すみれ」の相談対応の２４時間

３６５日化など、被害者が相談しやすい体制の

充実に取り組みます。また、啓発活動では、大

学生を対象としたアイデアソンを新たに開催し

ます。

次に４６ページをお願いします。

女性が輝くおおいたづくり推進事業費２，７

３２万４千円です。この事業は、女性が活躍で

き、男女が共に働きやすい社会の実現を図るた

め、女性が輝くおおいたアクションプランに基

づき経済団体等と連携し、各種取組を進めるも

のです。

企業への支援として、女性の視点をいかした

商品開発などの社内プロジェクトを専門家のサ

ポートにより支援していくなどの取組を行いま

す。また、家庭への支援として、男性の家事力

アップセミナーの開催や、これから結婚する男

女に対して家事手帳の配布を行います。

次に５５ページの事業名欄一つ目、私学振興

費３７億２，０７５万１千円です。少子化の進

行に伴い生徒数が減少する中、私立学校におい

ては、特色ある教育活動のさらなる充実が求め

られています。そのため、この事業では、私立

学校の教育条件の維持向上と経営の健全性の確

保等を図るため、県内の私立高等学校などを設

置する学校法人等に対し、経常的経費等の一部

を助成するものです。このような取組を通じ、

学校法人が行う、魅力ある私立学校づくりを支

援します。

次に６６ページをお願いします。

事業名欄二つ目の次世代へつなぐ食育推進事

業費１，６３２万５千円です。この事業は、食

の知識や食文化の学びにより、健全な食生活を

営む力を生涯にわたり身につけるため、学校や

家庭、地域と連携した食育の取組を進めるもの

です。

各世代が参加し収穫から調理まで体験できる

食育体験ツアーや、若者の朝食喫食率向上に向

けた取組などを実施します。

次に９０ページをお願いします。

事業名欄二つ目、循環イノベーション創出事
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業費３，３６６万５千円です。この事業は、プ

ラスチックごみや焼却灰など廃棄物のリサイク

ルを進めるため、県内市町村や企業と連携し、

新たな処理体制の構築を目指すものです。

そこで、分別回収を促進するための車両運行

管理システムの導入による効率的な廃棄物処理

体制の構築を進めるとともに、市町村や太平洋

セメントなどリサイクル協力企業等と連携した

焼却灰の資源化促進に取り組むなど、県内の強

みもいかし、諸課題の解決を図ります。

次に９８ページをお願いします。

事業名欄一つ目、人権啓発推進事業費２，０

７７万７千円です。この事業は、差別をなくす

運動月間や人権週間における啓発活動を行うこ

とに加えて、新型コロナウイルス感染症に関連

する差別の解消に向けた啓発を行うものです。

県内でも、感染への不安から感染した方や感

染症に関わる方などへの誹謗・中傷、差別的な

取扱いといった事例が報告されています。その

ようなことを防ぐため、人権に配慮した適切な

行動を心がけるよう県民に広く発信します。

次に１０５ページをお願いします。

事業名欄の二つ目、地域防災力強化支援事業

費３，３６７万８千円です。この事業は、地域

防災力の強化に向けた基盤づくりや、地域に根

ざした防災活動を促進するものです。

地域における防災活動の要となる防災士の養

成等を行うとともに、その知識や技能を向上さ

せるための防災士スキルアップ研修やキャリア

アップ研修を実施します。

また、住民が主体となって、地域特性を踏ま

えた効果的な避難訓練を実施できるよう、防災

士会やＮＰＯなどで構成する避難させ隊を派遣

するとともに、福祉団体や地域住民等と連携し、

福祉施設での訓練実施を支援します。

次に、事業名欄三つ目、防災テクノロジー活

用推進事業費１，７１７万４千円です。この事

業は、令和２年７月豪雨など自然災害が激甚化

する中、災害対応のさらなる高度化を図るため、

先端技術の活用に取り組むものです。

災害対応支援システムについて、災害時にお

いてドローン映像の活用を図るための改修を行

うほか、産官学による検討会を開催し、先端技

術の防災への活用を議論します。

説明は以上です。御審議のほど、よろしくお

願いします。

鴛海副委員長 以上で、説明は終わりました。

この際、委員の皆さんに申し上げます。

これより質疑に入りますが、質疑は、付託さ

れた予算議案に対する内容にとどめるとともに、

説明資料名、ページ及び事業名等を明らかにし

てください。

質疑の方法は、一人一括問答方式となってお

り、質疑は、関連質疑も含め一人５分以内、再

質疑は２回までとなっているので、要点を簡潔

にお願いします。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、簡潔・明瞭に答弁願います。

事前の通告者が１４名います。

それでは、順次、指名していきます。

堤委員 まず、１０５ページの原子力防災対策

推進事業費、これは一般質問でも質問しました

が、伊方原発の事故の状況が毎月のようにホー

ムページ上で公表されています。プルームとい

うガス状の放射能が飛んで来ますが、その中に

は粒子状のものも含まれ、それは地上に落ち、

人が取り込んでしまう危険性があります。道路

が寸断されてしまえばヨウ素剤が届かないし、

避難もできない。対策は不可能ではないかと思

われますが、どのように考えているのか。

二つ目、１０６ページの防災行動定着促進事

業費です。災害時の障がい者を交えての避難訓

練等を行ってきたと思いますが、今後、特に寝

たきりとか重度障がいを抱えている方々に対す

る対処方法はどう考えているのか。

３点目は部落解放の関係で、９７ページ、部

落差別解消推進事業費です。委託料８２０万８

千円、毎年のように予算計上されていますが、

これによって部落差別がどのように解消してい

くと考えるのか、答弁を求めます。

後藤危機管理室長 伊方発電所の原子力災害対

策についてお答えします。

本県は伊方発電所から最も近いところでも４
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５キロメートル以上離れており、国の試算では、

避難を要する放射性物質の拡散は発電所から最

長でも２１．９キロにとどまることになってい

ます。

原子力規制庁では、福島第一原発の事故を受

けた新規制基準において、重大事故が発生した

場合においても、原子炉格納容器の破損を防止

するための対策等を要求しています。

国の原子力災害対策指針では、このような対

策が講じられても、なお予測されない大規模な

破損に至る事態を意図的に仮定し、不測の事態

にも対応できるよう、３０キロメートル圏内の

地域については屋内退避の可能性があるとして

います。

本県はこの指針に基づき、屋内退避の可能性

があるためにこれを基本としていますが、さら

に万一の事態に備え、屋内退避に加え、一時移

転や飲食物の摂取制限など、３０キロメートル

圏内の重点区域に準じた追加的防護措置を準備

しています。これは委員が御指摘のプルーム通

過時に降雨等で粒子が降下し、放射性物質が地

表面などに沈着することにより、プルーム通過

後も放射線量が下がらなかったり、人が取り込

んでしまう事態を想定した本県独自の対策です。

これらの防護措置の実効性を高めるためには、

正確な情報提供と、まず県民の適切な行動が重

要です。放射線は無色無臭で五感で感じられな

いので、不安を感じる住民も多いことから、モ

ニタリングやサーベイメーターによる洗浄計測

と住民への正確な情報提供が大変重要です。大

分県では県内５か所にモニタリングポストを整

備するとともに、サーベイメーターを配置し、

正確な情報の収集を行います。

また、愛媛県からの情報収集やオフサイトセ

ンターへの職員派遣により、国や愛媛県の防護

対策などの情報も収集し、地震、津波情報と共

に、あらゆる手段を使って迅速に住民に伝達す

るようにしています。

さらに、複合災害時には住民が適切な活動を

取れるよう、パンフレットを作成し、研修会を

開催することやホームページに掲載するなど、

様々な手段を講じて広報に努めています。

道路が寸断された場合には、地震、津波の発

生による孤立集落対策として救援ポイントを整

備し、ヘリコプターやホーバークラフトのよう

な船、また、道路啓開を急ぐなど、空から、海

から、陸から様々な機関と協力し、あらゆる手

段を講じて救助を行うことにしています。

大規模災害が発生すれば、当然、災害対策本

部が立ち上がり、既に道路啓開など孤立解消対

策も進めていますが、原子力災害においてはプ

ルーム到達までに時間的余裕もあることなどか

ら、この間にさらにモニタリング体制等を強化

し、関係機関を総動員して対策にあたることに

しています。

安定ヨウ素剤については、３０キロメートル

圏内において数時間以内に避難するという即時

避難が必要な場合に備え、事前配布ができると

されていますが、本県はプルーム到達までに時

間的余裕があり、モニタリング結果を踏まえ、

適切なタイミングで服用されるためにも、医師

の指示の下、配布することが適切であると考え、

道路交通に混乱がある場合においては、防災ヘ

リで搬送することにしています。

このような対策の実効性を高めるため、毎年

訓練を重ね、次年度については、愛媛県からの

避難者の受入れ以外にも住民への情報伝達など

についても力を入れていきたいと考えています。

首藤防災対策企画課長 防災行動定着促進事業

費についてお答えします。

御質問については、この事業というよりは、

１０５ページの上から２番目の地域防災力強化

支援事業費が対象と思われるので、こちらの事

業で御質問にお答えします。

障がい者や高齢者など避難行動要支援者の避

難については、地域全体で支援体制を構築する

必要があります。そのため、支援する方と支援

を受ける方の双方で支援方法を話し合い、避難

訓練を行うなど、平時の防災活動を通じて互い

に顔の見える関係を構築することが重要と考え

ています。

来年度、県では、これまでの訓練支援の取組

から一歩踏み込み、地域の課題や特性を熟知す

る地元防災士会の方が加わった訓練支援チーム
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を派遣し、地域密着型の訓練支援に取り組むこ

ととしており、この中で個別の状況、例えば、

寝たきりの方がいたら、その方々の訓練参加も

促し、防災行動の定着につなげていきたいと考

えています。

加えて、過去の災害で多くの人的被害が発生

している高齢者施設についても、災害発生時に

おける施設のマンパワー不足を解消するため、

地元福祉団体や地域住民が一体となった施設の

訓練支援を行いたいと考えています。これらの

取組により、避難行動要支援者をはじめ、県民

全てに早期避難の習慣化が定着するよう努めて

いきたいと考えています。

安藤審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

それでは、部落差別解消推進事業費に関して

の質問についてお答えします。

本事業は、県の責務である部落差別の解消の

ために、関係地域に精通している団体に三つの

事業を委託しているものです。

一つは、地域住民に対する生活や教育、福祉

などの相談に関すること、二つは、地域住民の

自立意識の向上や啓発活動に資する研修会等を

開催すること、三つは、これら生活相談や自主

活動の基盤づくりとして担い手の養成を行うこ

とであり、必要な予算として８２０万８千円を

計上しています。

県が５年に１回実施している県民意識調査で

は、同和地区の人を見下したり、排除しようと

する差別意識を持った人がいると思いますかの

問いに対し、中には差別意識を持っている人が

いると差別意識を持っている人はまだ多いの合

計回答割合が、平成２０年の結果では４１．７

％、それから、平成２５年の結果では４０．９

％、そして平成３０年の結果では３９．６％と

なっており、調査ごとに僅かではありますが、

割合は減少しています。しかし一方で、まだ４

割近くの方が差別意識を持っているとの思いを

持っています。

こうしたことを踏まえ、引き続き、部落差別

解消推進事業の実施は必要と考えています。

堤委員 まず、原発の関係ですが、３０キロ以

内に準じた計画をしているということですが、

実際には原発の複合災害の場合には津波は来る

わ、巨大地震は来るわで、実質的な動きは取れ

ないわけです。屋内退避と言いましたが、複合

災害の場合にはライフラインも寸断されている

わけです。水、ガス、電気、全部ないわけです。

どうやって屋内退避をするんですか。

ヘリコプターが来ると言うが、一軒一軒の家

の上にヘリコプターが来るわけにいかないでし

ょう。そういう状況で果たして本当にこういう

ことが計画的にできるのか非常に危惧がありま

すね。そういう点について、複合災害でライフ

ラインが途切れたとき、対応策をどうされてい

るのかを一つ、もう一遍確認します。

あわせて、避難行動の関係ですが、先日の新

聞で障がい者にアンケートをとっていたが、自

治体の取組に対して不安があるというのが８割

を超えており、こういう不安を持っているとい

うことは、なかなか訓練の啓発が行き届いてい

ないということです。それに対し、不安を払拭

するためにはどのように障がい者に対して啓発

していくのか。具体的にされていることをもう

一遍伺います。

もう一つ、部落問題について、これはさきほ

どから県民意識調査と言うが、意識の中に踏み

込むことは基本的にできないわけですね。いろ

んな方がいるわけだから、これはゼロなんて１

００％ありません。これは保証しましょう。そ

ういう状況の中で、８２０万円も綿々と続いて

いる。ずっと払ってきて、いまだにこういう状

況でしょう。これはいい加減やめるべきだと思

います。

総務省が意識調査を実施しているでしょう。

この中で、具体的な差別事象は本当にないんで

す。実際には、結婚、交際に対する差別８件と

か、２０１７年、２２万５千件のうちの８件で

すよ。こういう状況で、全国的には差別意識と

いうのは本当になくなってきている。しかし、

当然、あなた方は心の中まで入ることはできな

いわけです。そういう状況で、いまだにこれだ

けの予算をつぎ込むのは、本当に時代錯誤もい

いところです。これはやめるべきと思うが、そ

ういう総務省の調査結果で出ている僅か０．０
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０３％に対する問題についてどう考えているの

か、再度聞きます。

後藤危機管理室長 複合災害が起きたときの対

策について御説明します。

大分県原子力災害対策指針に複合災害の対策

についての章を設けています。これに基づくと、

津波から命を守ることが第一なので、まず、津

波から守るために避難場所に逃げていただく。

その後、しばらく生活できる場所として避難所

に逃げていただく。この間にしっかり孤立集落

を解消していくという対策を考えています。ゆ

えに、伊方発電所のプルームの到着までにある

程度の時間があることから、この間に最大限の

努力で、関係機関を総動員して孤立解消に努め

ていきます。

安藤審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

さきほどの部落差別の問題について、心の中

に踏み込んではならないということで、もちろ

ん内心の自由は認められています。ただし、そ

れが言葉や行動で表面化することで差別が生じ

るものと考えます。

具体的な差別事案ですが、令和２年６月に法

務省が公表した部落差別の実態に係る調査結果

報告書では、大分中央法務局管内の平成２７年

から平成２９年の相談件数は１４件、それから、

地方自治体である大分県と大分県内の市町村の

平成２５年から平成２９年の相談件数は４７件

ということで、私どもはまだまだ差別事象は起

こっていると考えます。

結婚や交際に関すること、人生の大きな節目

に係る部分で差別事案が起こるということで、

やはり差別の解消に向けて取り組むべきと考え

ます。

首藤防災対策企画課長 障がい者等避難行動要

支援者に対する避難訓練についてですが、委員

が言われるとおり、個別に、具体的に訓練に参

加することで避難行動が取れるのが最も好まし

いことです。

避難訓練を県でも積極的に推進していくこと

は、もちろん一つの方法としてこれからも続け

ていきますが、もう一つ、今度、災害対策基本

法が改正され、個別避難計画というものが努力

義務になります。要は、障がい者、介護度の高

い高齢者についての災害時ケアプランをつくる。

その人を誰が迎えに来て、どこに連れて行くか

という具体的なプランをつくることが努力義務

になってきます。これはもともと別府市で展開

されている事業が、今度、法律にのる形になっ

たもので、これを県内でも広く普及し、個々に

具体的な避難計画ができれば、避難訓練の際も

すんなり訓練に参加することができると思うの

で、そちらの方向で一層促進したいと考えます。

堤委員 原発については２１キロとか距離の規

定は基本的に当てはまらない。つまり、台風時

期に原発と津波が来たらどうしますか。風によ

って一挙に来るわけでしょう。そういう机上の

計算だけでやるべきではないと思います。これ

はちょっと異論です。そういうのを含めて検討

してください。要望です。

部落の問題については、内心の自由は認める

が、具体的な事象とは何か。個人に対し、どう

いう具体的事象があって８２０万円を使ってい

るのか、そういう具体的事象を教えてください。

安藤審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

具体的事象ですが、我々が研修等で当事者か

ら経験を伺うことがありますが、過去にいろん

な場で差別発言を受けたり、差別の行動を受け

たことにより傷つけられたといったことを研修

会で述べたり、インターネットで被差別部落出

身であることが判明し、相手方女性と交際が続

けられなかったといった差別事例が報告されて

おり、こうしたことがあるので、今後ともそう

した事業は継続していくべきと考えます。

猿渡委員 まず、予算概要の１８ページ、市町

村避難所運営等強化事業費についてです。

この事業内容をまず説明してください。

それと、特に女性が多いかと思いますが、女

性に対する性暴力やわいせつ行為が避難所であ

ったことがだんだん明らかになってきました。

東日本大震災などのときにも避難所でそういう

ことが多々あったと。なかなか表に出にくかっ

たわけですが、最近になってだんだん表に出て

きたということで、これへの対策が必要かと思

います。
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避難所でのパーティションやテント等の活用

は、感染防止と同時に、プライバシーの確保や

性暴力、わいせつ行為の防止にも一定の効果が

あると考えますが、そのようなパーティション、

テント等の備蓄がどの程度進んでいるのか。

また、女性防災士の人数と割合はどのような

状況か教えてください。女性の意見を避難所運

営にも反映させていくことが重要と考えます。

次に、３１ページ、３Ｒ普及推進事業費、マ

イクロプラスチック、ナノプラスチックの問題

は、一般質問でも取り上げられましたが、非常

に深刻だと思います。先日、森七菜さんが出て

いたＮＨＫの番組を見て非常にショッキングで

した。この３１ページにプラスチックを減らす

取組などについての予算が計上されていますが、

この内容を具体的に教えてください。

特に発生源から減らしていくリデュースが重

要と思います。その取組内容について御説明く

ださい。

河野生活環境企画課長 私からは市町村避難所

運営等強化事業費についてお答えします。

この事業は、市町村における迅速かつ的確な

避難者支援や住民と協働した避難所運営を図る

ため、運営体制を強化するものです。

昨年の７月豪雨や台風第１０号の際には、多

くの避難所が開設され、３密回避のため、避難

者が一斉に集まった場合の健康状態の確認に時

間を要するなど、避難所運営におけるマンパワ

ー不足が新たな課題となりました。

このため、今年度に引き続き、来年度も市町

村や自主防災組織等を対象に、感染症対策に加

え、女性の視点も踏まえた体験型の訓練を県内

３市町村で開催するとともに、市町村と協力し

て避難所を運営する自主防災組織や防災士を募

り、そのリスト化を市町村ごとに進めていきま

す。

このような訓練や実際の運営を通じ発生した

市町村の避難所運営に係る課題等について、市

町村と議論、検証し、改善策につなげるため、

避難所対策検討会議を開催することとしていま

す。

首藤防災対策企画課長 まず、避難所でのパー

ティション、テントの備蓄の状況ですが、県内

の市町村では新型コロナウイルスが流行する前

の平成３１年４月現在で申しますと、パーティ

ションが約２，５００、テントが４，７００あ

りました。本年度、コロナ対策でパーティショ

ン、テントの補助事業を補助率を上げて実施し

ました。そのことにより、パーティションが約

６千、テントが約１，７００張り備蓄される見

込みとなっています。

委員が言われるとおり、パーティションなど

の整備は、コロナ対策のみならず、避難所の質

の向上につながると考えており、来年度も同様

の高率補助の事業を継続する予定ですので、備

蓄の一層の促進を図っていきます。

続いて、県内の女性防災士の状況については、

令和３年２月末現在、１，７７５人、県内の全

体の防災士が１万１，６５１人ですので、全体

の１５．２％となっています。県としては、現

在、令和５年度に２０％に達することを目標に

市町村等と促進に努めています。

都甲うつくし作戦推進課長 私からは３Ｒ普及

推進事業費についてお答えします。

３１ページ、まず、プラスチックごみ対策の

推進に要する経費ですが、県民自らがプラスチ

ックごみの現状を知るきっかけづくりのため、

プラスチックごみに翻弄される動物たちの写真

など、プラスチックごみの現状を訴えかける写

真展を開催します。

あわせて、県民から海岸のプラスチックごみ

の現状や清掃活動の様子などの写真を公募し、

展示します。その他啓発グッズやキャンペーン

用のエコバッグ等の作成費等を計上しています。

次に、プラスチックの使用を減らし、代替品

の利用を広げていくため、補助制度を創設しま

す。一つは、飲食店やホテル等において、現在

使用しているプラスチック製品に代わり、紙や

木製、バイオプラスチック製などの代替品を導

入する場合に係る経費を補助するものです。

もう一つは、県内でプラスチックの代替品を

製造している事業者等に対し、展示会の開催や

販売促進ツールの作成など、販路拡大のための

経費を補助するものです。
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最後の河川におけるプラスチックごみ調査に

係る委託料ですが、県内の実態を把握するとと

もに、河川ごみを減らす活動を活発化するため

に行うものです。これまでも海岸漂着物の調査

を定期的に行っていますが、その調査によると、

県内の海岸ごみの多くは河川を通じて流出する

陸域由来であることから、県内の一級河川の山

国川、大分川、大野川、番匠川、筑後川の５河

川の３地点において、河川敷のプラスチックご

みの実態調査をＮＰＯ等に委託して実施します。

このほかにも循環社会推進化の循環イノベー

ション創出事業において、プラスチックごみの

分別収集を促進する取組を行います。

猿渡委員 避難所の運営等を協議していく際、

構成メンバーの中に女性の割合を増やしていく

ことが必要と思います。

それと、避難所の運営に関し、鍵がかかる部

屋を更衣室とするとか、男女別の寝室も必要で

はないかとか、洗濯物を干す場所も男女別に必

要だという意見も出ていることも報道等で耳に

します。そのような配慮も必要ではないか。仮

設トイレにもパーティションのようなものが十

分になかったり、不十分だったりする場合もあ

ると言われており、その辺の配慮も十分行って

いく必要があるのではないか、その点はどう考

えるか、答弁してください。

それと、プラスチックの問題、３Ｒの問題は、

出ている予算、いい取組だと思います。商店と

か事業所とかに脱プラスチック――プラスチッ

ク用品を使わないという取組を進めていっても

らう、そのために企業ブランドを上げるとか、

商店のイメージアップにつなげるとか、そうい

う取組も必要かと思います。

プラスチックを使っていませんというシール

を貼るとか、お店を承認するとか、何かそうい

うことも今後考えていってはどうかと思います

が、どうでしょうか。

河野生活環境企画課長 訓練等をする際、女性

の意見を増やしたらどうか、避難所での女性に

配慮した視点での取組をしてはどうかという２

点にお答えします。

まず、訓練については市町村と連携するほか

に自主防災組織等、あるいは防災士の方々と一

緒になって訓練に取り組んでいます。女性もか

なり多く防災士になっていて、そういう方々が

地域の中で活躍しているので、そうした方々の

意見もしっかり聞いています。

具体的には、特に男女別の更衣室が必要であ

ったり、授乳室が必要とか、そのほかにもトイ

レの問題とか、いろんな問題で女性の意見を聞

いており、設営訓練の中で女性の意見をしっか

り聞きながら対応していきたいと思います。

また、市町村には様々な災害時の課題につい

て意見をいただくようにしていますが、市町村

の課題のうち、女性がどういう課題を持ってい

るか意見を集約した上で対策会議に臨んでもら

い、議論してほしいと市町村にお願いしたいと

思います。

それから、女性の視点による避難所運営につ

いて、令和２年７月の豪雨災害のときは、女性

の視点からの避難所運営について、授乳スペー

スを設けるとか、おむつ交換スペース、男女別

の洗濯物干場を設置した事例があります。

県では、女性被災者の声を反映した女性の視

点からの防災パンフレットを平成３１年２月に

作成し、市町村や防災士等に配布するとともに、

県ホームページにも掲載し、活用を呼びかけて

います。

一昨年実施した県総合防災訓練では、女性防

災士が選んだ女性用備蓄品を紹介するコーナー

を設置した事例もあり、引き続き、市町村とと

もに訓練等を通じ、避難所で女性が少しでも安

心して生活できるよう対策を徹底していきます。

都甲うつくし作戦推進課長 プラスチックごみ

の代替品の利用促進について、店舗等に照会す

ると、委員が御指摘のとおり、イメージアップ

といった部分について費用等は出ないのかとい

う御意見をいただきました。そういう意味もあ

り、このプラスチック代替利用促進事業費補助

は、広報とか、ブランドづくりとかにも活用で

きる補助金と考えており、委員が御指摘の部分

は反映できるものと考えています。

原田委員 私は、予算概要の９８ページの人権

啓発推進事業費の中の新型コロナウイルス感染
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症に関する差別の解消に向けた啓発に要する経

費について質問します。

第３回定例会の際、感染症に関連する差別の

現状について聞きましたが、答弁の中で、過剰

な入店制限についての相談があった。これは当

時、留学生のクラスターが発生したとき、飲食

店で留学生の入店お断りという貼り紙が出たこ

とに関して、県当局の要請できちんと指導して

いただき、解決しました。他の相談は届いてい

ないという答弁でしたが、さきほど髙橋部長の

説明の中では、いくつか差別事象があったとい

う話があり、具体的にどんな相談事例があった

か、教えてください。

安藤審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

それでは、新型コロナウイルス感染症に関連

する人権相談についてお答えします。

９月以降も県外に住む家族が帰省したことに

対する非難とか、クラスターが発生した施設関

係者への暴言などの相談を散発的に受けており、

市町村など関係機関と連携しながら迅速な対応

に取り組んでいます。

県のホームページやツイッターなどには、そ

ういった相談のあった差別事例を速やかに掲載

し、また、地元情報紙であるとか県の広報紙に

も事例を掲載して、誤った認識や行動の是正を

促すための注意喚起を行っています。今後とも

このように迅速かつ適切に対応することで、人

権を守る取組をしっかり行っていきます。

原田委員 大事な取組なので、ぜひ進めていた

だきたいと思いますが、これからワクチン接種

が始まります。その中で、ワクチン接種をしな

い方、できない方への差別が気になっています。

国会でもこの問題が取り上げられ、田村厚生労

働大臣から、新型コロナウイルスのワクチン接

種の有無を雇用や解雇の条件にすることは認め

られない、また、ワクチンを接種するかは各個

人の判断であり、接種を義務付けるような形で、

各職場で何からの差別的行為があることは看過

できないと述べています。

多くの人が接する職場、例えば、高齢者介護

施設や幼稚園、保育所、学校などでアレルギー

や副反応の不安等の様々な理由で接種を希望し

ない方が差別中傷されることが起きないといい

と思っていますが、そのことを含めた事前の啓

発について、いかがお考えですか。

安藤審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

ワクチン接種の関係の御質問にお答えします。

ワクチン接種については、昨年１２月の予防

接種法改正に際し、さきほど委員が言われたよ

うに、接種するかしないかは自らの意思に委ね

る、それから、接種していない者に対して不利

益取扱い等は決して許されるものではないとの

附帯決議がされていることから、私どももこれ

に沿って差別が起きないよう、しっかり引き続

き必要な対応をしていきたいと考えます。

守永委員 ３項目についてお尋ねします。

まず一つが、生活環境部予算概要の１７ペー

ジ、優しいマナーと思いやりの運転県おおいた

推進事業費についてです。

自転車交通安全対策に取り組まれるようにな

っていますが、さきほどの説明の中でも若年層

に向けた交通安全対策等を行っていくという話

もありました。大分県自転車の安全で適正な利

用の促進に関する条例が施行され、自転車関連

の事故を減らすこととあわせ、事故の場合の被

害を最小限にする対策を講じるための新たな取

組について教えてください。

また、自転車損害賠償保険の加入率の向上に

向けての手法と、何らかの目標設定をするのか、

教えてください。

次に、予算概要１１０ページの高機能消防指

令センター共同整備支援事業費についてです。

この事業で具体的にどのような支援を行うの

か、教えてください。

また、一元化することで、通報者の伝達しよ

うとする位置情報がうまく伝達できるのか。以

前も質問があったと思いますが、再度どのよう

に位置情報を把握していくのか、教えてくださ

い。

三つ目が、予算概要３２ページの生物多様性

保全推進事業費についてです。

第３次生物多様性おおいた県戦略（仮称）の

策定が計画されており、生物多様性に関連する

と思います。野鳥の会に参加されている方から
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個人的に伺った話ですが、河川敷の木々という

のは野鳥生息環境としては一定程度残されるこ

とが望ましいということですが、一方では、住

民の方からは、大きな木は防災面でも気になる

ので切ってくれという要請を受けたりします。

どちらの言い分も理解できますが、理解した上

で、双方の理想が共有できるものでなければな

らないだろうと思います。河川の整備と環境づ

くりにどのように調整機能を持たせていく予定

か、伺います。

河野生活環境企画課長 自転車関連事故の防止

対策や事故の際に被害を最小限とする対策の新

たな取組、それから、自転車損害賠償責任保険

の加入率向上に向けての手法と目標の設定につ

いてお答えします。

自転車関連事故を防止するため、自転車を利

用する機会の多い中学生、高校生、高齢者を中

心とした交通安全教育を推進します。

具体的には、中学生、高校生向けの教本や動

画を新たに作成するほか、高齢者には身体機能

低下を認識できる体験型の交通安全教育を引き

続き実施していきます。

また、交通事故が発生した場合の被害を軽減

するため、条例では、自転車通学生は乗車用ヘ

ルメットの着用に努めるほか、自転車利用者は

被害軽減器具の使用に努めることを規定してい

ます。

新たな取組として、自転車通学生については、

公立、私立を問わず、新年度からの乗車用ヘル

メット着用の準備が進められています。

また、被害軽減器具を掲載したチラシを作成

し、県下全ての自転車販売店を通じて自転車利

用者に配布しているほか、自転車の安全利用に

関するテレビ番組を制作し、放映しています。

自転車損害賠償責任保険等への加入率につい

て、民間保険会社の調査結果を参考に、全国ト

ップクラスの保険加入率７０％を当面の目標と

して加入を促進していきます。

具体的には、自転車販売店に保険加入を呼び

かけるポスターやのぼり旗を配布し、加入促進

を進めていきます。

また、学校や事業所では交通安全教育講師派

遣事業を通じて保険加入の呼びかけを行ってい

くほか、大分駅の駐輪場でのチラシを活用した

街頭啓発活動も行います。

こうした取組を着実に推進し、自転車利用者

だけでなく、県民一人一人の交通安全意識の向

上を図り、交通事故のない安全で安心な大分県

の実現に取り組んでいきます。

大城消防保安室長 それでは、高機能消防指令

センター共同整備支援事業費についてお答えし

ます。

まず１点目、具体的にどのような支援を行う

かについてですが、この事業で支援するセンタ

ー共同整備は、現在、消防局本部ごとに受信し

ている１１９番通報を全県で一元的に共同処理

するために行うものです。県もその整備運用に

向け、検討、協議に参画しており、助言、意見

調整を行うなど、県内全市町村の合意促進を図

っています。

現在の進捗状況ですが、全市町村が参加する

検討協議会の下、基本設計を行っており、来年

度に実施設計、令和４年から５年度にはシステ

ム、施設の整備を行い、６年４月に開所の予定

です。

また、県から国に働きかけ、それが功を奏し

て、今後のセンター整備費の７０％に後年度地

方交付税措置が受けられることで、市町村の負

担額は整備費の３０％に軽減され、加えて、本

県独自にさらにその２分の１を補助する考えで

す。

来年度については、さきほど申した県が参画

して助言や意見調整をしており、主に市町村と

の連絡調整とか、他県事例等の紹介に係る経費

を計上しています。

本県独自の補助については、地方交付税の措

置が本格化する令和４年度以降を想定していま

す。

２点目、位置情報がうまく伝達できるか、ど

のように位置情報を把握するかについてですが、

現況でも各消防局本部のシステムには通報位置

や発災現場を絞り込み、地図表示する方式が導

入されています。センターでは、こうした処理

を行う最新のシステムを県内全域で導入すると
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しています。

通報に基づく地図表示は、屋内の固定電話で

あれば、その位置情報が正確に判明し、表示で

きます。携帯電話等、屋外だと電柱番号等の目

標物とかＧＰＳの情報でより確実となります。

こうした最新システムの導入にあわせ、当然の

ことながら、職員の研修、訓練を重ねることに

より、通報受理のスキル向上も図るとしていま

す。こうしたことから、位置情報を的確に把握

していくとしています。

橋本自然保護推進室長 生物多様性についてお

答えします。

県では、生物多様性を取り巻く状況の変化等

に対応し、生物多様性の保全及び持続可能な利

用を推進することを目的に、生物多様性おおい

た県戦略を策定しています。

河川整備に関しては、土木建築部が策定して

いる「おおいた土木未来（ときめき）プラン２

０１５」の中で、生物多様性おおいた県戦略を

踏まえるとともに、計画地周辺の動植物の把握

や希少種などの生息、成育環境への影響の回避、

提言、代替措置などを過去の実施事例等も参考

にしながら推進するとしています。

例えば、希少種が生息しているエリアでの工

事については、生息環境の移動や移植、動物の

移動経路の確保、隣接する里山の整備などの保

全措置を実施することが考えられます。

河川整備をはじめ、公共事業の推進と環境づ

くりには、委員が懸念されている相反する面も

あるため、地域住民や学識経験者など関係者そ

れぞれの立場の意見を広く聞くとともに、事業

者等と連携して多様な動植物の現状を把握しな

がら、自然環境や生物多様性の保全に配慮した

整備事業の推進を図っていきたいと思います。

守永委員 自転車の安全対策について、これか

ら様々な情報を提供していくことが大事でしょ

うし、中高生に対しては注意を喚起することが

大事になっていくと思います。そのことをぜひ

徹底できるよう、そして、この条例化に伴い、

本県の自転車マナーが向上するよう、変わった

なと皆さんが感じられるよう取組を徹底してく

ださい。

２点目の指令センターの関係では、位置情報

をどう把握するかは、この指令センターの有無

にかかわらず、通報者としてはどういうことを

伝えればいいかが、なかなかとっさのことで機

転が利かないことも想定されます。電柱番号と

言われても、どこに番号があるか、正直、電柱

を見ても分からないときもあるので、地域の市

町村の方々と意見交換する際、そういったこと

もぜひ地域実態、状況を確認しながら、より通

報者にとっても分かりやすい工夫をしていき、

どう把握するかということにプラスアルファで、

どう街並みを工夫すれば位置情報が把握できる

かといったこともぜひ検討してください。

特に、皆さん携帯電話とか腕時計とか持って

いるから、時間は簡単に分かるという気になっ

ていますが、最近、屋外に時計はないですよね。

だから、時折、時計を持っていない場合、今、

何時だろうと周りを見たとき、どこにも時計が

ないこともあるので、時計や電柱の表示番号と

いったものについてもどうすれば目につきやす

いかという工夫もあわせてお願いします。

また、生物多様性の部分については、ぜひ関

係者の皆さんと協議しながら、より皆さんが納

得できる、そして、安心できる環境をできるだ

けつくるためにもよろしくお願いします。

平岩委員 ３点あります。

４５ページの女性に対する暴力防止推進事業

費です。

来年度もセーフティネット強化支援パイロッ

ト事業を組んでいただき、とても心強いと思っ

ていますが、今年１年やって、どのような成果

があったか、分かる範囲で教えていただきたい

と思います。

また、来年もまだ詳しくは分かっていないか

もしれませんが、どのような事業を組まれるか、

教えてください。

２点目は、５３ページの青少年等自立支援対

策推進事業費です。

ひきこもり地域支援センターが中心になって、

ひきこもりの人への支援に精力的に活動されて

いますが、年間どのくらいの相談件数があって、

そして、これはとても長い時間がかかるものと
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思いますが、支援につながるような事例がある

のか。そして、支援していく上での苦労されて

いる点とか力を入れている点などを分かる範囲

で教えてください。

３点目は、９９ページの人権施策推進事業費

です。

性的少数者の相談窓口設置について詳しく教

えてください

佐藤県民生活・男女共同参画課長 私から一つ

目のセーフティネット強化支援パイロット事業

についてお答えします。

この事業は、ＤＶ被害者等が自立し、安心・

安全に過ごせるよう、先駆性、柔軟性、地域性、

専門性等の強みを有する民間シェルターの先進

的な取組を支援することで、地域社会における

セーフティネット機能を強化するものです。

今年度は県内の民間シェルターを運営する団

体が、自分らしさを取り戻すワークショップを

３回、避難後の孤独をテーマとするセミナーを

６回、体をリラックスさせるヨガ教室を６回な

ど、心と体の健康を取り戻すための事業のほか、

弁護士による法律講座、精神科医によるＰＴＳ

Ｄ解消講座、臨床心理士による認知行動療法講

座などを開催し、延べ１４２人を支援しました。

国による事業創設が今年度ですので、事業期

間は昨年８月から本年２月までの半年間でした

が、来年度は通年で心と体の健康を取り戻すた

めの事業などに引き続き、取り組む予定です。

なお、具体的な内容については、被害者に寄

り添ったきめ細かな支援となるよう、民間団体

と協議を重ねていきます。

河野私学振興・青少年課長 私からはひきこも

りの年間相談件数、支援につながった事例等に

ついて説明します。

ひきこもり地域支援センターには、平成元年

度は延べ１，１００件、今年度は２月末までに

延べ９５６件の相談が寄せられています。令和

元年度については、相談ケース数としては１７

５ケースありました。

最初の相談はほとんど家族からですが、相談

を重ね、ひきこもり本人と実際に面会できたケ

ースが５５ケースありました。そのうち継続的

な寄り添い支援を行った結果、中央通り商店街

等の協力をいただきながら、まちなかを活用し

た外出体験経験を行ったのが１２ケース、協力

店舗での職業体験や農業体験等の就労の体験に

至ったのが８ケースです。本格的な自立には引

き続き、粘り強い支援が必要だと考えています。

苦労している点、力を入れている点は、状態

の把握と複雑化、困難化する事案への対応です。

ひきこもりの原因は様々であることから、適切

な支援を提供するため、まずはセンターの訪問

支援員が家庭を訪問し、当事者、家族への生活

環境や暮らしの様子を詳細に把握するアウトリ

ーチ型支援に力を入れてきました。また、長い

間ひきこもりの状態にあった方が、自分の部屋

や家庭から一歩外に足を踏み出すことは大変勇

気のいることで、家庭以外の居場所を確保する

ことが必要なため、今年度、社会福祉施設や関

係団体等と協議を重ね、約４０か所を居場所と

して活用することとなりました。

このような中、ひきこもり事例が複雑化、困

難化しているため、介護、障がい、貧困等の複

数の事柄に起因するケースにおいては、より専

門的な知見がないと対応ができないという課題

が生じてきました。

そこで、来年度からは医療、法律、心理、就

労支援等の専門家で構成する多職種の専門チー

ムを設置し、複雑なケースについて検討会議を

開催し、専門家によるアドバイスをいかした適

切な支援につなげます。今後も本人の希望に沿

った社会的自立につながるよう、きめ細かく丁

寧な支援を進めていきます。

安藤審議監兼人権尊重・部落差別解消推進課長

私から性的少数者の相談窓口についてお答え

します。

この窓口は、性的少数者が電話やメールで悩

みを相談できる窓口を設置するものです。

設置にあたっては、心理士等の専門資格を有

する関係団体への委託を想定しています。

内容としては、月１回２時間程度、さきほど

申した電話やメールで相談対応することを想定

しており、開設にあたっては、学校をはじめ、

関係機関等に周知していきたいと考えています。
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平岩委員 以前質問したときに、ＤＶ被害の相

談をしている女性の７割が誰にも相談していな

かったという答弁があって本当に驚きました。

ＤＶ被害には支援制度があり、制度につながっ

た後、個別具体的な支援の流れになると思いま

すが、実は今日私、カードを持ってきましたが、

これは公共の施設で女子トイレに必ず置いてあ

るものなんですね。男性は見たことがないと思

いますが、相談してもいいんだよ、ここに電話

していいんだよというのを詳しく書いてあり、

そこで初めて気付くというのがありますが、そ

の後、後押ししてくれるのは、やはりみんなが

支えてくれるんだという思いです。

昨日、企画振興部の審査のとき、ＤＶも含め、

テレビＣＭを打つとか、打っているとかいう答

弁が少しありました。ＤＶは本当に隠れて見え

ないところで行われていることが多いですが、

もっと表に出るようなことも必要ではないか。

それはテレビＣＭで、こんなこと相談していい

んだよ、これは犯罪だよということが少しでも

伝わっていくと、加害者にも被害者にもいいか

なと思ったりします。

沖縄に行ったとき、貧困問題の解決のために、

モノレールに広告をいっぱいぶら下げていたり、

テレビＣＭで御飯を食べるところがあるんだよ

とか、勉強を見てあげるよという宣伝をしてい

て、とても効果が上がっているということなの

で、予算を伴いますが、少しＤＶも一歩前に出

て、テレビでＣＭを打つこともあってもいいか

と思うので、その点について１点教えてくださ

い。

それから、ひきこもりについて、私はアフタ

ーケアセンターとひきこもり地域支援センター

が、福祉保健部と生活環境部が頭の中でごちゃ

ごちゃになって、担当の方に大変御迷惑をかけ

ましたが、まちなか活用という意味がやっとよ

く分かりました。

ひきこもりの支援は本当に長い時間がかかる

んだな。私も何人かの人と関わってきましたが、

アウトリーチされるまでの期間が本当に長くか

かってしまい、小さい頃は親と子どもの関係で

は、どちらかというと親に主導権があって、年

齢がいくに従い、その関係が逆転していくんで

すね。アウトリーチしていただいたときには、

まず親から解放しなきゃ、親への指導が必要だ

ということをよく言われるので、早くいろんな

ところにつながることが何より大切と思うので、

ぜひまた力を発揮していただきたいと思います。

ＣＭの件、１点だけお願いします。

佐藤県民生活・男女共同参画課長 ＤＶに関す

る広報の在り方を御質問いただきました。

来年予定しているのが、予算概要の４５ペー

ジ、女性に対する暴力防止推進事業費の三つ目

の二重マル、啓発活動に要する経費の下から２

番目、暴力防止啓発ＷＥＢ広報ということで３

０２万５千円を計上しています。これはやはり

若い人たちが見るのはＷＥＢ広報ではないかと

いうことで、１５秒ほどのビデオを作り、それ

をグーグルとかユーチューブとか、ＳＮＳでの

広報として、それぞれ２か月ぐらいずつやって

いこうかと。その効果を見た上で、その後の広

報をどうしていくか考えようということで、取

りあえず今年はＷＥＢ広報に力を入れたいと思

います。

委員が言われるとおり、テレビ広報は一般的

に見られるので、その辺も企画振興部などと協

議しながら進めていきたいと思います。

河野私学振興・青少年課長 すみません。さき

ほど私から説明した相談件数１，１００件は平

成元年度と申しましたが、令和元年度の間違い

でした。大変失礼しました。

清田委員 予算概要９０ページです。

循環イノベーション創出事業費のうち、電子

マニフェスト導入促進に要する経費３５９万９

千円が計上されていますが、この内容、用途の

御説明と、あわせて、産業廃棄物の受入事業者

ではなく、排出事業者側、主に建設業を想定し

て今、質問していますが、排出事業者側への電

子マニフェストの啓発、周知等はどうなってい

るか、教えてください。

御沓循環社会推進課長 電子マニフェスト導入

促進に要する経費の用途と排出事業者側への啓

発についてお答えします。

産業廃棄物の処理の流れを把握、管理し、適
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正処理を確保することを目的にマニフェスト制

度が１９９８年から導入されています。

昨年度末の全国の普及率約６３％に比べ、本

県の普及率は約５１％にとどまっていることか

ら、電子マニフェストの導入促進のための事業

を予定しています。

事業費３５９万９千円の内訳は、排出事業者

や収集運搬業者、処分業者が電子マニフェスト

を導入する際の初期費用の補助事業が１件当た

り上限１０万円として２０件分の２００万円、

それから、実際にパソコンを操作し、その利便

性を実感してもらう操作セミナーの経費として

６２万２千円、それから、電子マニフェストの

周知及び導入を促す広報、啓発費用として９７

万６千円を予定しています。

次に、排出事業者に対しては操作セミナー等

に加え、今まで使ったことのない事業者に電子

マニフェストのメリットを知ってもらい、本事

業の活用により電子マニフェストの導入が拡大

するよう、事業者、団体等とも連携して、各種

研修会等の機会を捉えて本事業の周知を図って

いきます。

特に、私どもが持っている団体の中に環境保

全協議会があります。これは建設業界の方が多

く入っていますが、そういった団体と連携しな

がら研修し、周知を図っていきたいと思います。

清田委員 土木建築部との連携も図りながら、

排出事業者の導入も進まないと電子マニフェス

ト自体、なかなか促進できないという現場の声

を聞いているので、また今後とも取組をよろし

くお願いします。

小嶋委員 私から主に二つの事業について伺い

ます。

一つは、予算概要３０ページ、地域気候変動

対策推進事業費です。

今回、新規事業として国庫支出金、僅かな金

額ですが、これを含めた事業としています。一

つは、事業の中で気候変動予測のための情報収

集に係る委託がありますが、この考え方を示し

ていただきたい。

二つ目は、地域気候変動適応研究会の開催要

項について、その詳細をお聞かせください。

また、さきほど部長の説明の際、地域気候変

動適応センター設置の説明もありましたが、詳

細に御説明ください。

それから、二つ目の事業ですが、１０５ペー

ジの地域防災力強化支援事業費も新規になって

います。認識が違っているかもしれませんが、

従来同様の事業をいくつかのＮＰＯや事業者に

委託して行ってきていましたが、今回、新規事

業として行う内容に、これまでと変更があれば

お聞かせください。

さきほど室長、課長の御説明では、一歩踏み

込んだ地域に根ざしたという話があったので、

それはそのとおりかなと理解しましたが、この

点あらかじめ通告しているので、改めてお願い

します。

下段の防災テクノロジー活用推進事業費につ

いて、先端技術の導入、開発に係る考え方の詳

細についてお聞かせください。

都甲うつくし作戦推進課長 地域気候変動対策

推進事業費についてお答えします。

まず、委託の考え方は、気候変動予測やその

影響予測を行うため、各地域の気候データ、気

温や降水量、水温などの収集及び地域ごとに起

こっている気候変動による影響の情報収集が必

要になってくるため、気候データの収集は、農

林水産研究指導センターや衛生環境研究センタ

ー、気象台等から過去５０年分のデータを収集

します。これらの気候データを基に、国立環境

研究所との共同研究により気候変動予測を行い

ます。

また、各地域ごとに起こっている影響につい

ては、県民を対象としたワークショップの開催

や農林水産業従事者の方々、ＮＰＯ団体等への

ヒアリングなどにより情報収集を行います。

事業実施にあたっては、地元大学に委託し、

大学教授や学生と共同で実施する予定にしてい

ます。

次に、研究会について、研究会は適応策、各

分野にある農林水産業から都市生活までの７分

野の専門家をメンバーに予定しています。

研究会では、専門的見地から本県の気候変動

の現状、将来予測、影響及び適応策について御



- 15 -

意見を伺っていく予定です。

最後に３番目、地域気候変動適応センターで

すが、国や県庁各課との連絡調整や県民への情

報発信などを担う事務局機能をうつくし作戦推

進課内に、気候データの収集、整理及び気候変

動影響予測を行う研究機能を衛生環境研究セン

ター内に設置予定です。適応策を実施する県庁

内各課・室や各部、研究機関と連携し、地域気

候変動適応センターが行う気候変動影響予測を

基に、今後の環境変化に応じた適応策の充実を

図っていきます。

首藤防災対策企画課長 私から予算概要１０５

ページの二つの事業についてお答えします。

まず最初に、地域防災力強化支援事業費、１

０５ページの上から２段目の事業の新規の内容

についてですが、今回、新規の取組については、

事業概要の二つ目の二重マル、地域に根ざした

防災活動の促進に要する経費に記載している二

つの事業になります。

一つ目の住民主体の訓練実施に向けた支援に

ついては、地元の防災士会、あるいは地元のＮ

ＰＯと共同して地域住民主体の避難訓練を支援

したいと考えています。

二つ目の福祉団体及び住民と連携した福祉施

設の訓練実施支援については、地域の社会福祉

協議会と共同して地域住民と連携した福祉施設

の避難訓練を支援したいと考えています。

内容は以上ですが、従来のＮＰＯ法人への委

託に加え、地元の防災関係団体に委託すること

により、活動のノウハウが地元に蓄積され、地

域に根ざした防災活動が継続されていくよう内

容を改めたものです。

続いて、二つ目の先端技術の導入に関する事

業です。県はこれまで、例えば、ＡＩを活用し

た情報収集システムや防災ＶＲの導入などで先

端技術の防災対策における活用を導入してきま

した。

具体的に、来年度予算案については、同じく

予算概要１０５ページの防災テクノロジー活用

推進事業費に記載している先端技術の導入、開

発等に要する経費については、国道、県道、市

町村道の規制情報を一度に見られるようにする

ほか、土砂崩れなどの被災状況を映したドロー

ン映像を関係機関で共有できるよう、災害対応

支援システムを改修する経費です。

また、その下に書いている防災への先端技術

の活用に関する検討会に要する経費については、

昨年１０月に設置した産官学による先端技術の

活用を議論していく防災テック検討会の運営経

費であり、この検討会を通じて、今後の先端技

術導入の可能性を探っていきたいと思います。

小嶋委員 １点目の気候変動対策についてはよ

く分かりました。また、折に触れ、いろいろ議

論したいと思います。

それから、地域防災力強化支援事業費もかね

て私も地域の状況に沿った取組が必要ではない

かと申してきたのが、少しずつその方向に向か

っていると思いました。

詳細な説明をいただきましたが、これまでの

形と少し変わっていっているのは非常に評価し

ます。

なお、防災士の研修、育成、養成とかも約１

０年ぐらい経過していると思うので、ひとつこ

こで、今後の１０年に向け、何らかのめり張り

をつけた形での防災士の研修、あるいは育成と

かスキルアップというような事業も検討してい

く必要があるかと思いますが、この点いかがで

しょうか。

首藤防災対策企画課長 防災士の養成研修につ

いて、確かに委員が言われるとおり、数的には

今、１万１，６００人程度と全国３位の数まで

きて、ポイントとしては、これからは県内の全

ての自主防災組織に必ず防災士がいる形で養成

していきたい。単に数を増やすのではなく、均

等と言うか、必ず防災士がそこの地域にいるよ

うにしていきたい。

もう１点は、さきほど御質問があった女性の

防災士を増やしていきたい、この二つで養成に

ついては重点を置いてやっていきたいと思いま

す。

それから、研修についても、要は資格を取っ

て何も行動できていないことが最も今、大きな

課題なので、より実践的な研修になるよう、今

年度からキャリアアップ研修を始めています。
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今回は実際に地域に帰って避難訓練をやる具体

的な研修をしました。委員も御出席いただき大

変ありがとうございます。

来年度は実際の避難所の運営を防災士がやっ

ていく、より実践的研修内容に、地域ですぐ活

躍できるような研修内容の充実に努めていきた

いと思います。

小嶋委員 最後に、私もその研修に参加しまし

たが、非常に有効な研修だったと思います。こ

れは発表したいと考えますが、今回、一歩踏み

込んで地域の中で、地域に根ざしたという話も

あったので、かねて私が申しているのは、振興

局単位でＮＰＯに委託できるような形を将来は

つくっていく必要があるのではないか。これは

予算特別委員会で話をする内容ではないかもし

れませんが、将来的にはそういう方向を目指し

た形に検討いただければと要望で終わります。

鴛海副委員長 残り時間が少なくなってきたの

で、重ねて執行部に申し上げます。より簡潔な

答弁をお願いします。

浦野委員 私から予算概要６８ページ、動物愛

護協働推進事業費について質問します。

まず、さくら猫プロジェクトに関して、これ

は実際には各市町村の地域猫、保護猫ボランテ

ィア団体と連携して事業を進めることになると

思いますが、協力団体の地域的な広がりの現状、

どれぐらいの市町村、団体と協力関係ができて

いるか、現状を伺います。

また、地域猫のボランティア団体から県に対

してどのような支援を求められているか、主な

声を教えてください。

もう一つ、猫の不妊去勢手術事業費補助は次

年度は１００万円計上されていますが、本年度

の補助申請の現状はどのようなものか、教えて

ください。

樫山食品・生活衛生課長 私からは予算概要６

８ページ、動物愛護協働推進事業費についてお

答えします。

さくら猫プロジェクトをしている県内１８市

町村中９市、ボランティア等２９６団体と協力

しています。

なお、今やっていないところは、佐伯市、豊

後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、姫島

村、日出町、九重町、玖珠町の９市町村となっ

ています。

また、地域猫団体から県に対してどのような

支援が求められているかという御質問ですが、

猫を地域に戻すことに理解を得られない場合も

あるので、周知をお願いしたいとか、猫が警戒

して捕獲が難しくなってきた地域があるので、

技術的な指導をお願いしたいなどの声をいただ

いています。

もう一つ、２点目、猫の不妊去勢手術事業費

補助は市町村が行う野良猫の不妊去勢事業に対

し、県が補助を行うもので、平成２７年から行

っています。

令和２年度の実績ですが、別府市で９５万円、

１９０頭分、竹田市で１０万円、２０頭分の１

０５万円の申請があがっています。

浦野委員 まず、さくら猫プロジェクトの概要

は分かりました。地域猫に関して、ボランティ

ア、手弁当で取り組んでいる団体が多いので、

やはりそのニーズに応えていくことがさらなる

広がりを生むと思うし、結構ＳＮＳ等で地域猫

ボランティアというのはいろいろつながりがあ

ったりするので、県からのバックアップや、ち

ゃんと協力関係ができていることが広がりを生

むかと思うので、ボランティア団体のニーズに

応えられるようお願いします。

あと、さくら猫を意外と知らない人がいる。

猫を飼っている方でも知らない方は意外といる

かと思うので、なぜ耳をカットしているのか、

痛くないものかとか、どういった方が関わって

いるか、そのあたりの広報をよろしくお願いし

ます。これは要望です。

あと、猫の不妊去勢手術事業費補助、もう少

し広い市町村から使われてもいいのかなという

気もするし、この１００万円という金額が、本

当に県の予算としては正直、少ないのではない

かという印象も受けます。これもやはり額が少

ないから、逆に市町村側からのニーズをつかみ

きれていない部分もあるかなという気がします

が、そこもあわせて県の事業として、市町村が

取り組んでいることに対し、県がどういった補
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助をしていかなければならないのかというニー

ズをつかんでいただくようお願いします。

以上、２点要望です。

高橋委員 私から２点お願いします。

予算概要の１７ページ、飲酒運転根絶推進事

業費ですが、残念ながら、いまだ飲酒運転はな

くなっていない状況です。活動推進と言います

が、予算的には非常に微々たるものと言うか、

他のものに比べると非常に少ないですが、さら

に昨年度よりも予算が減っている。現在、飲酒

運転根絶に向けた活動の推進状況がどうなって

いるか、まず１点お尋ねします。

もう一つは、４４ページ、安全・安心まちづ

くり連携推進事業費のこども連絡所の件です。

こども連絡所は、登下校における子どもたち

を犯罪から守るということで、地域住民や事業

所等にステッカーを配ってもらって、何かあっ

たときにはここに駆け込んで逃げ込めよとして

いるものですが、子どもたちの目線から見ると、

一番よく見えるのは門扉に貼っているステッカ

ーですね。

ところが、残念ながらステッカーはあるが、

中に人がいない、今こういう家がかなり目立っ

てきているように思います。こども連絡所の現

状がどうなっているのかを把握しているかどう

かお尋ねしたいのと、拡充について、具体的内

容についてどう考えているか、伺います。

河野生活環境企画課長 それでは、私から現在

の飲酒運転根絶に向けた取組状況についてお答

えします。

飲酒運転による交通事故発生状況は、大分県

飲酒運転根絶に関する条例を制定した前年の平

成１８年の１０８件に比べると、昨年は約４分

の１の２９件となっており、県民をあげて取り

組んできたことにより、一定の成果があったも

のと考えています。

令和２年度の主な取組としては、１１月２０

日から１２月２０日までの１か月間、飲酒運転

根絶キャンペーンを展開し、期間中の１２月１

１日の金曜日には大分市中央町の竹町ドーム広

場において、飲酒時容体における身体機能低下

を認識できる参加体験型のイベントを開催しま

した。

また、交通安全団体と共同で啓発品を制作し、

県民に配布したほか、飲酒運転根絶総合対策部

会を開催し、アルコール健康被害と飲酒運転の

関連をテーマに、官民一体となった取組の強化

を図っています。

令和３年度飲酒運転根絶推進事業費が１５万

円減となっていますが、チラシやポスターを活

用した広報の見直しを行ったものであり、今後

もより多くの県民に呼びかける参加体験型のイ

ベントを開催するほか、飲酒運転リスクの高い

依存症患者やその家族が相談できる窓口の情報

提供を行うなど、関係機関、団体との連携を図

りながら、飲酒運転を未然に防止する、より効

果的な対策を工夫しながら、引き続き、手を緩

めることなく取り組んでいきます。

佐藤県民生活・男女共同参画課長 私からこど

も連絡所についてお答えします。

まず、こども連絡所の現状ですが、毎年度、

警察本部において設置状況を調査しています。

調査結果によると、令和元年度末現在で総数は

２万１，２１３か所となっており、内訳は、一

般家庭が１万３，９０４か所、店舗、事務所が

６，３３７か所などとなっており、これを平成

３０年度末と比べると、総数で２，５４９か所

の減少となっており、この大部分は一般家庭で、

２，４７９か所の減少となっています。

次に、こども連絡所の拡充の事業内容は、全

ての公立小学校２５２校の関係者と連携し、い

ざというときに子どもたちが駆け込みやすいよ

う、こども連絡所に大きく目立つのぼり旗の設

置を進めています。令和２年度からの３か年計

画でこども連絡所となっている全ての店舗、事

務所へののぼり旗設置を目指し、令和２年度は

２千本、令和３年度は２，１００本の設置を予

定しており、その所要経費を計上しています。

高橋委員 飲酒した後どうこうより、飲酒する

前、事前の対策がやはり重要になってくると思

います。そこにしっかりお金をかけながらやっ

てください。

それから、こども連絡所ですが、私も小学校

の教員をしていたので、地域の探検とか言って
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ずっと見て回って、ステッカーを貼っている家

を確認したりしていたが、さきほど言ったよう

に、家はあるが人がいない。そういう場所で、

いざ何かあったときに、子どもが駆け込んでも

逆に危険な状況になると思うので、そこら辺の

整理をきちっとしていただき、それを地域や学

校とかにきちんと伝えておかないと、実際には

どこが何かあったときの本当の駆け込み場、連

絡所になっているかが少し分かりにくいのが現

状ですね。始まって随分、経つと思いますが、

家はある、ステッカーもある、でも、かなり汚

れて、これは相当前に貼ったやつだなと。中に

本当に人がいるのかなというところもあるので、

いざというとき、本当にそれが実になるよう、

ひとつよろしくお願いします。

二ノ宮委員 ３０ページの環境保全費の地域気

候変動対策推進事業費の適応策の推進に要する

経費についてお聞きします。

地域気候変動適応センターができるようにな

りました。その内容については、さきほど小嶋

委員の説明でよく分かりました。

特に今、気候変動が進む中で、この適応策と

いうのは大変重要ではないかと思っています。

特に農林水産業、大分合同新聞に２日間にわた

って大きく出ていました。大分県農業の非常事

態宣言、産地拡大や営農指導での連携、それか

ら、米への依存度の高さということの中、さら

に、高温に強いなつほのかが出て、いくらいい

施策をしても、この高温障害に対して適応策を

図っていかなければ、いろんなことがうまくい

かないと思います。

そういうところで、ただ、センターをつくっ

て、言い方は悪いですが、帳面を消すとか、片

手間ではこれはなかなか解決しないと考えます。

せめて室を置くぐらいの取組は必要ではないか

と思います。そのことについてお聞きします。

それから、その上の環境保全費は環境省事業

のため、県の予算はないですが、ちょっと聞い

ていただきたいと思います。

現在、由布市で環境省のＩｏＴ技術等を活用

したグリーンスローモビリティの効果的実験と

言うか、実証試験が行われています。これは１

０人乗りの時速２０キロぐらいの電気バスで観

光を含め、環境にどうかという調査です。本来

のモビリティと言うか、人と車の動き調査に加

え、二酸化炭素の削減効果の検証などが行われ

ています。これは当然、国が調査すべき項目で

あり、その費用は国が全額負担すべきと思いま

す。３か年事業で、当初８３０万円のうち、２

１５万円の国の補助があり、これは県を通じて

です。そして、２年目は６５０万円、最終年の

令和３年度は５５０万円、全額市の負担になっ

ています。さらに、投資車両の修理代などもあ

り、採択した自治体の負担が大変大きいと考え

ます。このことについて県の考えを伺います。

なぜこういうのを出したかというと、たまた

まこの事業を出しましたが、今、国のいろんな

実証実験についてこういう形で行われていると

感じています。この国の事業というのは直接市

町村に来ることはありません。必ず県が絡んで

いるので、調整とか、この事業についてはとい

うことを国に言ってもらわないと、なかなか市

町村が言えない状況です。そのことについて、

直接的な予算ではないですが、この事業を例に

あげて、県の考え方を少しお聞きします。

都甲うつくし作戦推進課長 地域気候変動適応

センターの件ですが、現在、全国で２４府県に

設置されており、県庁の機関で設置しているケ

ースと、既にある研究センター、大学で設置し

ているケースと、現在、本県が考えている複合

型があります。全国の流れも汲み、取りあえず

さきほど説明した形で進めていきたいと思いま

す。

それから、２番目のＩｏＴ技術等を活用した

グリーンスローモビリティの効果的実証実験に

ついては、環境省の補助事業として国が公募し

て、委員も御存じのとおり、由布市が事業スキ

ームも勘案した上で自主的に応募した事業です。

県としては、事業立ち上げ時の令和元年度に由

布市からの申請により、地域活力づくり総合補

助金を活用し、その支援を行ってきています。

二ノ宮委員 今年度は間に合わないと思います。

気候変動に対する考え方を少し変えていかない

と、他県がどうだとか、特に言いたくないです
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が、例えば、なつほのかは鹿児島でできました。

それも４、５年前にです。長崎県は今年、特Ａ

を取っています。大分県は今から実証栽培。同

じ米を使っても、こういうように遅れているの

ではないか。だから、気候変動、特に緩和策に

ついてしっかりお願いしたいです。

それから、２点目については、例としてあげ

ただけなんですが、こういう形が多く、なかな

か言う機会がないので、この時間を使わせてい

ただきました。国と市町村との間に入ってよろ

しくお願いします。

井上（明）委員 最初に１０５ページです。

防災テクノロジー活用推進事業費は、さきほ

どちょっと答弁があったので、簡単でいいです

が、こちらは財政課の出している当初予算案関

係資料ですね、こっちに防災・減災のための情

報活用プラットフォームＥＤｉＳＯＮと連携し

たという表現がありますが、さきほどの説明内

容がこのＥＤｉＳＯＮと連携したということで

すか。それが予算１，６１７万円がそれにあた

るのでしょうか。

それから、１０９ページ、地震・津波等防災

・減災対策推進事業費は以前からある事業で、

説明資料によると、市町村が行う災害時の避難

所における通信設備の整備とか防災無線の整備

とあります。昨年の豪雨災害のとき、特に日田

市の中津江、上津江とかでは災害時の通信途絶

が数日続いたので、市町村の取組に補助すると

ありますが、より有効な手段と言うか、そうい

う指導も必要かと思いますが、その点をお尋ね

します。

それから、三つ目が３０ページの地域気候変

動対策推進事業費です。これも一つだけでいい

ですが、宅配１回受け取りキャンペーンに６１

８万６千円計上しており、これは民間の運送会

社がアプリ等で取り組んでいますね。何時頃配

達がいいですかと。県が委託する内容はどうい

うものか、お尋ねします。

首藤防災対策企画課長 私から２点お答えしま

す。

まずは１０５ページの防災テクノロジー活用

推進事業費です。

まず、ＥＤｉＳＯＮとの連携についてです。

大分大学と世界的なＩＴ企業のＳＡＰジャパン

と県内のベンチャー企業のザイナス、３者が共

同で構築を進めている災害の情報システムがＥ

ＤｉＳＯＮです。このＥＤｉＳＯＮには土砂崩

れなどの被災状況を写したドローン映像のデー

タを共有する機能が盛り込まれています。そこ

で、県の災害対応支援システムを改修し、ＥＤ

ｉＳＯＮと連携することにより、ＥＤｉＳＯＮ

上のドローンの被災映像情報を災害情報の一つ

として災害対応支援システムの上に表示して、

必要に応じて関係機関が見ることができるよう

にするものです。

２点目、通信手段の件については、委員が御

指摘のとおり、昨年の７月豪雨においては、日

田市中津江村において停電などによる通信手段

の途絶が数日間続きました。県ではこのような

状況を解消するため、孤立する可能性がある集

落の避難所等に特設公衆電話や衛星携帯電話等

を整備するための費用に対して助成しています。

この補助事業が開始したのが令和元年度という

ことで、今、２年度目を迎えていますが、現在、

別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、由布市の

５市で活用の実績があります。

今後は、これまで以上に孤立可能性集落にお

ける通信手段の確保の重要性を市町村に訴え、

本事業の活用促進を図るとともに、今年１月に

実証実験を行ったドローンによる衛星携帯電話

の配送の実用化を目指し、関係機関と連携して

対策を進めていきたいと考えています。

都甲うつくし作戦推進課長 宅配１回受け取り

キャンペーンについて説明します。

ネット通販の増加により宅配便が急増し、再

配達が増えてＣＯ２排出の増加や労働時間の増

加につながっています。

本事業は、県営住宅や一戸建て住宅に宅配バ

ッグを配布し、再配達削減によるＣＯ２削減量

を算出し、１回で受け取る意識付けを行ってい

くものです。

あわせて、委員が御指摘の宅配事業者が行う

既にあるコンビニ受取等の制度についても、受

取方法等を周知していく予定にしています。
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井上（明）委員 １０９ページ、地震・津波等

防災・減災対策推進事業費です。この前も携帯

電話会社の線が切れて携帯電話が使えなくなっ

たということで、最終的には今の補助事業の中

にもありましたが、衛星ですね。ちょうど今日

新聞にも載っていましたが、国東市の内閣府の

事業で人工衛星での安否確認が一番いいのでは

ないかと思うので、ぜひ推進していただきたい

と思います。

森委員 予算概要３２ページ、おおいたジオパ

ーク推進事業費１，４７３万５千円についてで

す。

姫島村、豊後大野市の両自治体が取り組むジ

オパークに関して、令和３年度に２回目の再認

定審査を迎えます。この審査に向けた取組状況

についてまず伺います。

また、県、市、村との連携の状況についてお

聞かせください。

続いて、７９ページの水道事業等に関してで

す。

生活基盤施設耐震化等交付金事業費５億６，

７１４万３千円とあり、これに関して、事業の

実施箇所や内容について教えてください。

橋本自然保護推進室長 ジオパークについて２

点お答えします。

まず、再認定に向けた取組状況についてです。

豊後大野市と姫島村では、今年予定されてい

る再認定審査に向け、課題解決のためのアクシ

ョンプランを作成しており、県では定期的に開

催する事務局会議において、進捗状況や今後の

取組スケジュールなどの確認を行っています。

昨日開催した事務局会議においてもプランの

内容を共有し、課題解決の取組がおおむね順調

に進んでいると確認しました。

今後は、再認定審査申請書や活動報告書の提

出に向けた作成支援も行っていきます。

さらに、平成２５年の認定当初に作成してい

るジオサイトの解説板など、内容が古くなった

案内看板を重点的に整備していくための整備補

助金を、来年度は１００万円から２００万円に

増額する予算案を今議会に提出しており、再認

定審査にあわせて看板の充実も進めていきたい

と考えています。

二つ目の市と村との連携の状況についてです

が、令和元年度に本県で開催し、全国から５千

人を超える方々が参加した日本ジオパーク全国

大会で好評だった体験ワークショップを豊後大

野市、姫島村、両推進協議会との共催で開催し

ています。今年度、体験型子ども科学館Ｏ－Ｌ

ａｂｏで８月１日と２日に開催したジオパーク

講座には７０人の定員に対し、１９０人の応募

があり、ジオパークの現地に行ってみたいとの

声も多く、好評でした。

また、１０月３１日から１１月１日にかけ、

大分駅上野の森口で九州各地のジオパークも参

加して開催した体感ジオパークには７３１人の

方が来場し、楽しかった、また参加したいとの

声をいただいています。

さらに、多くの方にジオパークの現地に訪れ

てもらえるよう開催したジオパークフォトコン

テストでは、県内外から３０１枚の応募をいた

だき、新たな見どころの発見にもつながりまし

た。来年度もこのような情報発信のイベントな

どを両推進協議会と連携して開催し、ジオパー

クファンのさらなる拡大を進めていきたいと考

えています。

芦刈環境保全課長 私からは生活基盤施設耐震

化等交付金事業費の実施箇所や内容についてお

答えします。

この事業は、市町村の水道整備計画を取りま

とめた大分県生活基盤施設耐震化等事業計画に

基づき、水道施設の耐震化の取組や老朽化対策

について交付金事業を実施する市町村を支援す

るものです。令和３年度は７市で実施し、事業

費は約５億６，７００万円です。

具体的な事業内容ですが、まず、中津市、臼

杵市、国東市では、災害等緊急時に給水拠点を

確保するため必要な配水池を整備します。事業

費は計約５億７，３００万円です。

宇佐市では、安心院地区において老朽化した

水道管の耐震性の向上を目的とした管路の更新

を行います。事業費は約１，６００万円です。

次に、津久見市では、上水道と平岩地区の簡

易水道事業の統合に必要な送水管などの施設整
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備を行います。事業費は約９００万円です。

次に、杵築市と由布市では、水道事業の運営

基盤強化を図るため、官民連携の導入に向けた

調査、検討や詳細な水道施設台帳の整備を図る

ための事業を行います。事業費は約５００万円

です。

吉村委員 では、２点お願いします。

概要の３１ページ、３Ｒ普及推進事業費につ

いてです。

食品ロスの実態調査について、簡単で結構で

す。調査内容と、その結果をどのように活用す

るのか、どういった事業につなげていこうとし

ているか、伺います。

２点目、５３ページ、青少年等自立支援対策

推進事業費です。

居場所づくりについて、代表質問でも少し言

いましたが、当事者の皆さんから、ひきこもり

にある人から家族が暴力を受けると。いわゆる

ＤＶですが、そういった事象も多くあると伺い

ます。そういった声から、ぜひ女性が避難でき

る場所をつくってほしい。民間のシェルターを

使うということもあるかもしれませんが、ひき

こもりに対応できるような女性専用の避難場所

が欲しいという声もあり、この居場所をそうい

った避難所として活用してはどうかと思います

が、いかがでしょうか。

最後に、平岩委員からの質問に答えられたの

で大丈夫かと思いますが、他職種専門チームに

ついて、高齢化している問題に対応できるよう

な福祉関係の方との連携もしっかり図られてい

るか、伺います。

都甲うつくし作戦推進課長 食品ロス実態調査

についてお答えします。

食品ロス対策を進める上で、県内の食品ロス

発生量のおよそ４７％を占める事業系食品ロス

の実態を把握することは非常に大切なことです。

事業系食品ロス発生量については、食品廃棄

物排出量１００トン以上の事業者は、食品リサ

イクル法に基づく報告により把握できますが、

１００トン未満の事業者については、同法に基

づく報告義務がないため、詳細な実態が把握で

きていません。このため、来年度は排出量１０

０トン未満の食品製造業、食品卸売業、食品小

売業及び外食産業を対象に、発生する食品廃棄

物量や食品ロス等の発生状況の実態調査を行い

ます。

この調査結果については、今後の事業系食品

ロスの削減に向けた業種ごとの効果的な取組の

検討に活用するとともに、既に効果を上げてい

る先進的な取組については、ほかの事業者への

拡大を図っていきたいと考えています。

河野私学振興・青少年課長 家族がひきこもり

当事者から暴力を受けた場合とか、多職種専門

チームの福祉の専門家を加えてはということに

ついてお答えします。

ひきこもりの当事者の家族についても、相談

する相手がいないため社会的に孤立するとか、

そういう事案があるので、悩みを分かち合う人

が集う居場所が必要であると考えています。

このような考え方から、今年度は新たに各関

係施設と協力関係を持ち、約４０か所を居場所

として活用することになりました。例えば、子

どもの暴力など同じような経験を持つ親同士の

集まりの中で、安心感を持ち、前向きになれる

親の会などがあります。また、暴力問題に至ら

ないよう、当事者家族の話をしっかり聞き取り、

家族内の関係性が安定するような支援に取り組

んでいます。

多職種専門家チームについては、高齢者介護、

障がい、貧困などの課題はどれも福祉にも関わ

ることなので、様々な福祉制度やサービスを踏

まえた対策の検討が必要であることから、福祉

や医療に精通したソーシャルワーカー等の福祉

の専門家を多職種専門チームに加えたいと考え

ています。

尾島委員 ２点お願いします。

まず最初に、１８ページ、避難所感染症対策

支援事業費についてです。

これは感染リスクを下げるため、各市町村が

ホテル等を借り上げた場合に助成する事業です

が、まず、この助成額を教えてください。

それから、市町村によってはホテル等の数が

少ない、そういった理由から確保できないこと

も考えられますが、感染症対策については、体
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育館等でも、さきほど猿渡委員の質問にもあっ

たように、県下では６千のパーティションが確

保されているようですし、こういった対策をし

っかりして避難所を設置しますから、それなり

の費用もかかると思います。こういった地域格

差の解消のためにも、ホテル等が確保できない

場合の助成はどう考えているか、お聞かせくだ

さい。

それから、３２ページ、生物多様性保全推進

事業費のうち、アライグマ防除等委託料につい

てです。

県の資料によれば、令和元年度の捕獲数は９

５７頭ということで１千頭に迫っています。こ

れまでの捕獲数からすれば、正に爆発的に増え

ているのではないかと思います。特にアライグ

マは以前から指摘があるように、前足は非常に

器用で順応性が高く、しかも、繁殖力が強い。

今は都市部でも出現している状況で、捕獲以外

に方法がないと思いますが、質問です。委託事

業者による捕獲数、そして、捕獲数の多い主要

な市町村でいいですが、捕獲実績を教えてくだ

さい。

それから、委託業者以外、個人とか集落、あ

るいは事業者、こういった方々の捕獲も非常に

重要になってくると思いますが、アライグマは

特定外来生物です。誰でも捕獲できるわけでは

ありませんから、この捕獲従事者の県内の講習

の受講者、いわゆる免許の保有者数と、どのよ

うに皆さんに周知しているのか、お願いします。

そして、捕ろうと思えば箱わな等が必要なわ

けですが、こういった箱わなの助成、あるいは

捕獲の報奨金、他県では出ている例もあるので、

こういった点でどう考えているのか、お願いし

ます。

河野生活環境企画課長 それでは、私から２点、

ホテル等の利用に係る助成額、それから、ホテ

ル等の確保に係る地域格差の解消策についてお

答えします。

避難所での新型コロナウイルス感染リスクを

低減させるため、高齢者や妊婦などコロナに感

染した場合に重症化しやすい人で発熱症状がな

い方に対し、ホテルや旅館を借り上げる等の対

策を実施する市町村に対して宿泊代等の助成を

行います。

補助対象経費ですが、ホテル宿泊代が上限が

５，５００円、タクシー利用料として上限４千

円です。

なお、介添えが必要な場合には、１人に限り

ホテル宿泊代を補助対象経費として見ています。

もう１点、ホテル等の確保に関わる地域格差

の解消策について、県では、大分県旅館ホテル

生活衛生同業組合と協議を行い、加盟するホテ

ルや旅館を避難所として利用することについて

協定を締結しています。

各市町村においては、利用できるホテル等が

少ない場合や隣接する市町村のホテル等が近い

場合には、事前に市町村間で調整を行い、市町

村をまたいだホテル等の利用をお願いしていま

す。

また、ホテル等の確保が困難な市町村におい

ては、県立の施設を紹介し、避難者の受入れを

お願いしています。

橋本自然保護推進室長 アライグマについて、

３点お答えします。

まず、捕獲頭数の関係ですが、本委託事業に

よる捕獲数は、令和元年度は２２頭ですが、県

下の市町村での捕獲実績ということで、これは

市町村からの報告数値になりますが、最も多い

のが日田市が３２４頭、次に、中津市が３１３

頭、そして、３番目として大分市が２１９頭で、

さきほど質問の中でも出てきました９５７頭と

いう県下の数字のうち、この三つの市が圧倒的

に多い実績になっています。そして、５年前と

比べ、大体約５倍と爆発的増加を見ています。

次に２点目、捕獲従事者数の関係ですが、防

除講習会の受講者が防除従事者になっており、

その数は平成３０年度から県下全域で累計１８

０人となっています。

それから、その周知方法は、今年度は啓発チ

ラシを５千部作成し、市町村や振興局などを通

じて地域に配布しています。

保有者、いわゆる防除従事者の数の拡大策と

しては、講習会の回数の増及び対象市町村の拡

大を行うことで、今年度の７０人という目標に
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対し、来年度は１００人を目標にしています。

最後に３番目、箱わなの購入、あるいは駆除

報奨金の関係については、農林水産部森との共

生推進室が鳥獣被害防止策の取組の中で行って

おり、防護柵の整備や捕獲対策を進めることで

農業被害を防止することとしています。

なお、令和２年度は委託事業で箱わなを１２

０台設置しました。今年度までは捕獲数や目撃

情報が多い県北西部を対象に委託事業を実施し

てきましたが、さきほど言ったとおり、生息数

が広域化し、爆発的に拡大していることから、

来年度は委託事業の対象を県内全域に拡大し、

これまで以上に市町村や鳥獣害担当部局と連携

を取りながらアライグマ防除を進めていきたい

と考えています。

尾島委員 今、予算の中でも啓発チラシを５千

部ほど作成するということですが、佐賀県では

アライグマ防除のための手引を作って発行して

いるという資料があったので、具体的に防除方

法、あるいは捕獲方法を示したこういった手引

の作成も考えてはいかがかと思いますが、どう

でしょうか。

橋本自然保護推進室長 質問いただいたアライ

グマ防除の手引ですが、これはさきほど答弁し

た従事者の講習会の中で、本当に細かい点も含

め、そういった手引も使いながら講習を行って

います。

芦刈環境保全課長 さきほど森委員の質問の中

で水道施設の関係ですが、中津市、臼杵市、国

東市の配水池の整備費用、私からは５億７，３

００万円と申し上げましたが、正しくは５億３，

７００万円です。訂正をお願いします。

鴛海副委員長 以上で事前通告者の質疑を終了

しました。

ほかに御質疑のある方は、挙手をお願いしま

す。

太田委員 ２６ページのうつくし作戦推進課で

すが、２６ページの自然保護費と温泉費が令和

２年度から比較すると大幅に削減されているが、

特におんせん県おおいたとしての温泉費がどう

してこんなに減ったのか、内容について少し教

えてください。

もう１点、２７ページの祖母山５合目避難小

屋整備についても少し教えてほしいですが、よ

ろしくお願いします。

橋本自然保護推進室長 予算概要２６ページの

温泉費の予算額の減少について、まずお答えし

ます。

実は平成３０年度から今年度まで、３か年に

かけ、別府市の温泉資源量調査を行っており、

その事業が今年度で終了する関係で、来年度は

予算額は減額になっています。

それから、二つ目の祖母山の５合目のトイレ

の関係ですが、この５合目のトイレは県が設置

し、管理しています。年数がたってかなり老朽

化してきたので、特に避難小屋のリニューアル

をしたいと考えています。

失礼しました。自然保護費の減額についてお

答えします。

自然保護費の中には国庫の交付金を使った国

立公園の公園事業があり、実は今年度にかけ、

例えば、竹田市でＴＡＯの丘を国庫の交付金を

使って整備しました。この事業費がかなり高額

だったので、その事業が終了したということで、

来年度予算は減少しています。

鴛海副委員長 ほかに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海副委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって、生活環境部関係予算に対する質

疑を終わります。

暫時、休憩します。

午後０時２０分休憩

午後１時１５分再開

三浦委員長 休憩前に引き続き、委員会を開き

ます。

執行部の皆さんに申し上げます。

各部局の入れ替わりがありますので、マスク

を付けたまま発言願います。

また、発言の際は、マイクを立てて、口元を

マイクに近づけてはっきりと発言願います。

これより商工観光労働部関係予算の審査に入

りますが、説明は、主要な事業及び新規事業に

限り、簡潔かつ明瞭にお願いします。

それでは、商工観光労働部関係予算について
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説明を求めます。

高濱商工観光労働部長 第１号議案令和３年度

大分県一般会計予算のうち、商工観光労働部関

係について、御説明します。

令和３年度商工観光労働部・労働委員会予算

概要の１ページをお開きください。

まず、令和３年度の商工観光労働部予算の全

体像について御説明します。

上の表の中ほど、商工観光労働部①を御覧く

ださい。

予算額ですが、表の左から３列目の予算額

（Ａ）欄のとおり、人件費が２２億１，５９３

万９千円、事業費が９９２億７，７５５万５千

円、合計で１，０１４億９，３４９万４千円と

なっています。これを右から３列目の令和２年

度当初予算額（Ｂ）の計５２５億４，８３９万

１千円と比較すると、その右にあるように、４

８９億４，５１０万３千円の増です。

主な要因としては、新型コロナウイルス感染

症の長期化に伴う資金繰り対策や、事業の再活

性化に向けた県制度資金の融資枠を拡大するこ

とに伴い、預託額が増加したことによるもので

す。

次に、下の表を御覧ください。

県の一般会計予算額に占める商工観光労働部

予算額の構成比です。上段の３年度当初予算額

で見ると、左から３列目の計欄にあるように１

４．４％となっています。

次に、資料の７ページをお開きください。

商工観光労働部の予算のポイントです。

地域社会の主役である中小企業・小規模事業

者は、新型コロナウイルス感染症長期化の影響

を受けており、県としても事業の継続や再活性

化に向けた支援を加速させる必要があります。

また、デジタル化等、県内の商工業は急激な構

造変化の最中にあり、対応に苦慮している事業

者、さらには障がい者や外国人なども含め、誰

もが可能性を発揮できるよう支援を強化してい

く必要があります。

このような中、コロナの影響を受けた企業の

資金繰り支援や、離職者の再就職支援等を通じ、

事業継続や雇用の維持を後押しするほか、越境

ＥＣ等を活用した県産品の海外展開やリモート

ワークに対応した企業誘致など、コロナ禍から

見えた新たなチャンスに挑戦します。

また、先端技術を活用した生産性向上や、産

業の新たな担い手創造、スペースポート開港を

契機とする宇宙関連産業への参入推進等を通じ、

本県の社会経済の再活性化を力強く後押しして

いきます。

さらに、日韓関係の悪化や感染症拡大の影響

により厳しい状況にある観光産業については、

コロナ禍を受けた新しい旅のかたちのニーズ等

に対応できるよう、観光事業者の支援を進めて

いきます。

それでは、来年度の個別事業について、主な

ものを御説明します。

１８ページをお開きください。

中小企業金融対策費、いわゆる県制度資金に

関する予算８６０億８，８３７万６千円です。

本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響

を受けている中小企業・小規模事業者の資金繰

りや再活性化を支援するため、県制度資金の新

規融資枠を昨年度当初予算の７００億円から１

千億円に増額し、必要となる貸付原資の預託な

どを行うものです。

令和３年度当初予算案では、コロナ関連を含

む本年度末までの融資実績見込み額と令和３年

度の新規融資枠１千億円に見合う預託を行うこ

とから、本年度当初予算額の約２．５倍の額を

計上しています。

また、令和３年度の新設資金としては、経営

改善、再活性化に取り組む事業者向けの低利資

金である社会経済再活性化資金、借換えにより

経営改善や事業再生を目指す融資期間最長１５

年の事業リスタート支援資金と、満期一括返済

型の短期資金を最長５年まで継続利用できる定

時返済不要短期資金の３資金を創設します。

これらの周知、利用促進を図ることにより、

県内中小企業・小規模事業者の資金繰り、再活

性化をしっかりと支えていきます。

続いて、２３ページをお開きください。

事業再生支援事業費２億円です。

本事業は、コロナや豪雨災害等の影響を受け、
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過大な負債を抱える企業のうち、今後の再活性

化が期待できる企業の再生を支援するため、県

内金融機関と連携し、中小企業再生ファンドに

出資するものです。再生ファンドは、取引先金

融機関への債権放棄の要請や、社債、ローンな

どの資本性資金の供給を行うとともに、経営に

関与し、財務体質や収益性などを改善すること

により、投資先の再生を図ります。地域に残す

べき事業、雇用や取引先をしっかりと守り、支

えることにより、社会経済の再活性化を実現し

ます。

なお、ファンドは、令和３年度に大分ベンチ

ャーキャピタル株式会社が創設し、ファンドの

規模は２０億円を予定しています。

続いて、３４ページをお開きください。

ものづくり中小企業ＩｏＴ化推進事業費１，

７５４万１千円です。

本事業は、本県の基幹産業である製造業の生

産性を向上し、競争力強化を図るため、ものづ

くり中小企業のＩｏＴ化を支援するものです。

具体的には、ＩｏＴ化の必要性や取組事例を

紹介するとともに、個別企業へ専門家を派遣し

て、ＩｏＴ化の計画づくりを伴走支援します。

また、他社のモデルとなり得る取組について

導入経費を支援します。

一方、コロナ禍では、環境の急激な変化に対

応して自社の生産体制を変えていく能力の向上

が必要です。そのためには、設計、解析、測定

分野でデジタル技術の活用を進めることが大切

であることから、新たに３次元デジタル技術活

用のセミナーを開催し、ものづくり中小企業に

おけるデジタル人材の育成を図ります。

続いて、４１ページをお開きください。

衛星データ活用推進事業費１，６４４万６千

円です。

本事業は、衛星データを活用して地域課題の

解決等を図るため、事業化に向けた検討や実証

化への伴走型支援を行います。

宇宙関連産業は世界的な成長が見込まれる先

端技術分野であり、その中でも衛星データ利用

については、多様な地上データと組み合わせ、

様々なソリューションを提供していくことが期

待されています。本事業では、初心者向けの活

用例の紹介等を行うセミナーや、事業化を考え

ている方向けの衛星データの基礎知識の習得か

ら事業検討ワークショップを行う講座を開催し

ます。加えて、新事業の創出と国の実証事業採

択に向けた伴走型支援も行い、事業者への衛星

データの活用可能性の周知と活用企業の創出・

育成を進めていきます。

続いて、５５ページをお開きください。

スペースポート推進事業費１億７，１５０万

４千円です。

本事業は、大分空港を水平型宇宙港として活

用するため、宇宙港の運用方法や経済循環創出

に関する調査や調整を行うものです。

具体的には、大分空港の宇宙港活用に向けて、

詳細な運用計画などを作成するとともに、県内

企業によるサプライチェーンへの参入等を支援

し、スペースポートを核とした経済循環の創出

を目指します。加えて、宇宙港についての理解

促進や情報発信を行うための関連イベントを開

催するとともに、ＩＳＴＳ大分別府大会におい

ても展示ブースを出展します。

また、大分空港に隣接する県有地を、観覧エ

リアとして活用するため、測量や設計を行いま

す。

続いて、５６ページをお開きください。

おおいたＤＸ推進事業費５，８７２万２千円

です。

本事業は、民間におけるデジタルトランスフ

ォーメーションの取組を下支えするため、ビッ

グデータ等の利活用に向けた連携基盤を整備す

るとともに、データを利活用できる人材を育成

するものです。

具体的には、ビッグデータや自治体のオープ

ンデータ等を連携・集積し、利活用するための

連携基盤を構築するほか、小中学生を対象とし

たプログラミング教室やコンテストを開催しま

す。加えて、高校生や大学生等のアイデアと地

場企業の連携・協動による地域課題の解決や新

たなサービスの創出も行います。

続いて、６２ページをお開きください。

県産品取扱店等と連携した販売促進事業費８
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００万円です。

本事業は、県外での県産品の販売を促進する

ため、おんせん県おおいた応援店の登録店舗と

取扱品目の拡大等に取り組むものです。

具体的には、県産品に興味を持つ大都市圏の

事業者に応援店として登録していただき、販促

用サンプルの提供や、店舗でのテスト販売を実

施します。

また、県ホームページやＳＮＳ等で応援店の

情報を発信するとともに、大分フェアやスタン

プラリー等の販促イベントを開催するなど応援

店間の連携も図りながら、県産品の販路拡大に

努めます。さらに、応援店と協力しながら県公

式オンラインショップの周知を図り、魅力あふ

れる県産品の購入につなげるなど、大分のファ

ンの拡大を目指します。

続いて、７１ページをお開きください。

リモートワーク誘致推進事業費２，８８４万

円です。

本事業は、在宅勤務等の新しい働き方に対応

した企業誘致を推進するため、民間事業者によ

るサテライトオフィスやコワーキング施設の整

備を市町村と一体となって支援するとともに、

首都圏等からの社員の移住を伴うリモートワー

クを推進する企業に対し、移住する社員の本社

への出張経費を助成するものです。

新型コロナウイルスの感染拡大により、リモ

ートワークの導入など、新しい働き方に取り組

む企業が大幅に増えている一方で、県内には在

宅勤務者が必要とするコワーキング施設が不足

している現状があります。本事業により、新し

い働き方の受皿となるオフィスの確保を図ると

ともに、リモートワーク等を進める企業の誘致

に積極的に取り組んでいきたいと考えています。

続いて、９０ページをお開きください。

新型コロナ対応離職者再就職支援事業費１，

２５７万１千円です。

本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響による離職者の再就職支援を強化するため、

大分労働局等と連携し、人材が不足している分

野への転職等を支援するものです。

具体的には、大分労働局等と連携し、人材不

足分野への転職支援を行う再就職支援コーディ

ネーターを配置するとともに、人材不足分野へ

の転職促進セミナー等を開催し、新型コロナウ

イルス感染症の影響による離職者の転職等を円

滑に実施します。

続いて、９３ページをお開きください。

国内誘客総合推進事業費１億３１６万３千円

です。

本事業は、少子高齢化やコロナ禍により旅行

需要が多様化する中、国内旅行者の誘客を促進

するため、富裕層が多い首都圏やリピーター確

保につながる近隣県等をターゲットとし、それ

ぞれのニーズに応じた誘客対策を行うものです。

具体的には、マイクロツーリズム対策として

インフルエンサー活用によるトレッキング等の

アウトドア観光の情報発信や、ワーケーション

対策として福利厚生事業者との連携による受入

環境の発信など、ターゲットを明確化し効果的

な誘客を推進します。

続いて、９５ページをお開きください。

宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業費

３，０３６万７千円です。

本事業は、コロナ禍でニーズが高まりつつあ

るワーケーションの受入れを推進するため、通

信環境の改善等に取り組む宿泊施設を支援する

ものです。具体的には、Ｗｉ－Ｆｉ等の通信環

境の整備に係る費用や、ビジネス用デスクやプ

リンターの設置など備品購入に係る費用に対し

補助を行います。

また、滞在中の満足度向上を図るため、周辺

の観光資源をいかしたプランの提供を要件とす

ることで、本県の魅力発信とあわせて、観光消

費の拡大にもつなげていきたいと考えています。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔明解に答弁

願います。

事前の通告者が１１名います。時間も限られ

ているので、円滑な進行に御協力願います。

それでは、順次指名していきます。
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森委員 まず、予算概要資料の１１ページ、商

工観光労働企画課の給与費に関してです。

令和３年度事業費が１億５，１１８万３千円

で、前年度比２，２４２万３千円の減となって

おり、予算減の理由と業務に支障はないか伺い

ます。

次に、６１ページをお願いします。

サービス産業先端技術活用実証事業費につい

て、完全キャッシュレスによる購買実証事業費

１，５４４万７千円とあるが、県内のキャッシ

ュレス導入状況及び今後の県としての目標値を

伺います。

続いて７１ページ、さきほどのリモートワー

ク誘致推進事業費２，８８４万円で、この事業

の想定する市町村数及び企業数、また企業へ出

張費を助成すると説明があったが、その助成の

方法を伺います。

続いて９５ページ一番上、ここから観光にな

りますが、観光消費促進事業費で観光案内所連

携推進事業費に関する経費３９４万６千円です。

昨年度からの事業で、コロナ禍で非常に厳しか

ったと思うが、連携による県内周遊促進の実績

及び今後の取組を伺います。

続いてその下、９５ページの宿泊業経営力強

化事業費４，９５９万９千円です。この事業は

前年度比５０４万８千円の増となっているが、

今回提出された３月補正で２，００８万７千円

の減となっていて、今年は十分活用されなかっ

たのではないかと思います。このことについて

は、宿泊施設等が取り組むにあたり、制度自体

が使いづらいとか課題があったのではないかと

思うが、その点を伺います。

最後に９８ページ、おんせん県おおいた県域

版ＤＭＯ促進事業費３，７４４万４千円で、前

年比１，４７０万６千円の減となっており、こ

の要因と、ＤＭＯとしての取組は県としても推

進してきているが、当初に掲げた目標に向け、

現在の状況はどうなのか伺います。

渡辺商工観光労働企画課長 １点目の当課給与

費の減額理由と業務への影響についてお答えし

ます。

給与費の当初予算は、１月１日在籍者の給与

を積み上げて予算計上しており、令和２年度当

初予算は令和２年１月１日、令和元年度の在籍

者２３人分を計上しています。令和３年度当初

予算案は令和３年１月１日、今年度の在籍者２

１人分を計上し、予算の減額は令和元年度から

減少した２人分の給与などによるものです。

２人の減少理由は、育児休業の定数外と過員

解消によるものです。

現体制で取り組んでいる今年度事業において、

業務には支障を生じていないので、来年度も本

年度と同じ体制で業務遂行が可能と考えます。

御手洗商業・サービス業振興課長 ２点目のサ

ービス産業先端技術活用実証事業費についてお

答えします。

県内各商工団体などと連携し、キャッシュレ

ス導入に取り組んだ結果、大分県限定特別優遇

プランの契約店舗数は協定期間の令和２年３月

末に４，１８９店舗に達しました。また、県内

飲食店におけるクレジットカード導入率は、ラ

グビーワールドカップ前の平成３０年９月では

１５％でしたが、同じ手法で独自集計したとこ

ろ、令和３年３月１２日現在で２５．８％であ

り、伸び率は全国１位となっています。

このように県内の導入店舗は着実に増加し、

加えて、新型コロナウイルス感染防止を踏まえ

た新しい生活様式として、非接触型決済手段が

推奨されているところでもあり、今後もキャッ

シュレス決済の普及は進んでいくと思われます。

一定程度普及が進んでいる現在、県としての

目標値は特に定めてはいませんが、今後は導入

支援からステージを一歩進め、例えば、決済デ

ータなどを活用した経営分析など、本事業によ

り中小・小規模事業者の生産性向上に資する取

組を進めます。

高野企業立地推進課長 リモートワーク誘致推

進事業費についてお答えします。

まず、当事業で行う市町村と連携した民間の

サテライトオフィス整備の支援は、市町村が民

間事業者に対して行う補助の２分の１を県が支

援するもので、上限額５００万円掛け５件の支

援を予定しています。

次に、社員の移住を伴うリモートワークを推
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進する企業に対し、移住する社員の本社への出

張経費を支援することとしており、初年度であ

る来年度は１０人分を予算計上し、まずは、社

員の移住に積極的な企業との成功事例を積み上

げたいと考えています。

企業への助成方法については、対象となる企

業に対し、出張実績に応じて、例えば、東京な

ら１人当たり１回３万２千円の定額支給を行う。

ただし、企業ごとに移住者数に応じて回数の上

限を設定する予定です。

岡田観光政策課長 観光関係で３点あります。

まず、観光消費促進事業費についてです。

この事業は、増加傾向にあった外国人旅行者

の別府からの送客、さらに日本人も含めた旅行

者の相互送客を進めることで県内周遊を促進す

ることを目指していました。

今年度はコロナ禍の影響で外国人旅行者が大

幅に減少していたため、別府のＷＡＮＤＥＲ

ＣＯＭＰＡＳＳ ＢＥＰＰＵにおける他地域へ

の案内実績は１９人で低調でしたが、中にはオ

ーストラリア人の旅行者を長湯に案内した成果

も上がっています。

観光案内所間の連携を深めるためにはスタッ

フの交流が必要なので、今年度は相互の情報共

有を進める研修会を２回開催し、その結果、他

地域の観光情報を案内できるようになったとい

う話もあり、今後もこの情報網を使って情報共

有すれば、他地域からの送客が期待できるので

はないかと考えています。

来年度は、相互送客をより効果的に進めるた

め、県内の観光案内所スタッフによる他地域の

観光資源の視察研修等を計画しており、より幅

広く参加を呼びかけ、県内周遊の促進につなが

るような取組を活発に行っていきたいと思いま

す。

続いて、宿泊業経営力強化事業費についてで

す。

この事業は、主に宿泊業経営力強化事業費補

助金と地域の宿泊事業者が連携して取り組む事

業への支援の二つの事業からなっています。

今年度の事業費を３月補正で約２千万円減額

した理由は、今年度の地域連携事業は７月豪雨

災害で被災した天ヶ瀬、宝泉寺、湯平などの各

温泉地でも予定していましたが、結果的に実施

不可能となったため減額しました。

なお、今年度予定していた事業については、

各宿泊事業者の意向を伺い、来年度実施の方向

で可能性を探ることにしています。

また、宿泊業経営力強化事業費補助金につい

ては、今年度、三次にわたり募集を行いました

が、コロナ禍の影響で先行き不透明なことに加

え、具体的な取組に結びつけるだけのノウハウ

等が十分でない事業者もあり、実績が１２事業

者で１，１４２万円の補助金交付にとどまり、

結果的に残額を減額しました。

来年度については、各宿泊事業者が具体的な

取組を検討する際、経営力強化に関する専門家

のアドバイスを求める経費、１件当たり５０万

円を補助対象経費で追加し、これにより補助金

申請に結び付けられなかった取組も幅広く応援

できるようにすることで、経営力の強化に意欲

的に取り組む宿泊事業者をしっかり支援してい

きたいと思います。

もう１点、おんせん県おおいた県域版ＤＭＯ

促進事業費についてです。

今年度の事業費と来年度の予算額を比較し、

減少になった理由ですが、今年度はツーリズム

おおいたのホームページである大分県観光情報

公式サイトを全面的に改修しました。これは作

成し５年が経過しましたが、スマートフォンに

対応していない等の問題があったので、これを

全面的に改修するということ、Ｗｅｂ上で旅行

商品を販売している「テッパン！おおいた」に

ついても、運営等を見直すことにより、約１，

６００万円の減額につながりました。この新し

いシステムは今年４月１日から運用開始する予

定です。

それから２点目、ＤＭＯとして当初掲げた目

標の現在の状況についてです。ＤＭＯが平成３

０年３月末に登録し、この際、主な目標指標と

して四つ掲げました。その目標指標の直近のデ

ータが令和元年のデータになりますが、一つ目、

旅行消費額については、目標、年間２，３９５

億円に対し、実績が２，４３７億円で達成率は
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１０１．８％です。二つ目、延べ宿泊者数が、

目標、年間７１０万人に対し、実績が７９０万

人、達成率が１１１．３％です。三つ目の来訪

者満足度は、目標８９．１％に対し、実績が８

６％、達成率が９６．５％です。四つ目が再び

大分を訪れたいという旅行者の割合、再来訪の

意向が、目標７４％に対し、実績は９０．５％、

達成率が１２２．３％となっていました。

ただ、令和２年度は、新型コロナウイルス感

染拡大の影響で達成はかなり厳しい状況になっ

ているかと思います。ツーリズムおおいたとし

ても、目標達成に向けてＤＭＯのプラットフォ

ーム機能を充実していくことで、本県の観光地

域づくりのかじ取り役となるように機能強化を

進めていきたいと考えています。

三浦委員長 執行部にお願いします。答弁はな

るべく簡潔にお願いします。

森委員 ありがとうございました。

キャッシュレスの件は、まだ２５％の普及と

いうことで、今後も県としてしっかり取り組ん

でいただきたいのと、交通系を推進する交通政

策課等とも今後話してください。

一つだけ、宿泊業経営力強化事業費で、事業

のスキームを見ると補助率が２分の１で、アフ

ターコロナに向けた経営力強化という形での事

業の組立てでもありますが、今、経営が非常に

厳しい宿泊業者が多い中、事業への取組が難し

い部分もあるかと思います。これは新たな経営

革新計画につながる取組であることとあって、

経営革新計画の立案等のノウハウがないところ

もあるので、しっかりフォローしていただけれ

ばと思っています。

一時的な助成金では、その場しかしのげない

ので、将来を見据えたしっかりした経営強化に

向けた事業の活用を進めていただくためにも、

県から丁寧な情報提供をお願いします。

堤委員 まず、１８ページの中小企業金融対策

費です。コロナで融資の需要は多くなっていま

すが、返済の状況や保証協会の代位弁済、条件

変更の状況はどうなっているか。

また、１９ページの定時返済不要短期資金は

どういうものか教えてください。

５５ページのスペースポート推進事業費で、

先日の本会議の中で、県内企業等への経済波及

効果を５年間で１０２億円と試算していますが、

どのような根拠で積み上げていますか。

５６ページのおおいたＤＸ推進事業費で、企

業としての推進はなかなか難しい状況だと思わ

れますが、今回、推進のために人材育成等を予

算化しています。これでどこまで進めていくの

か伺います。

また、国は自治体そのものをＤＸ推進計画で

システムの統一とか標準化をしようと考えてい

ます。これに対し、情報漏えいとか、自治体が

独自に今まで行ってきたきめ細かい住民サービ

スの継続が標準化によって困難になったりする

という危惧があるが、どう考えていますか。

さきほどの自治体ＤＸ推進計画というのは、

５３ページの総合行政ネットワーク運営事業費

のことなのか、それとも別なのか。

５３ページの番号制度対応基盤システム整備

事業費については、マイナンバーとの連携だと

思いますが、これがさきほど言った自治体がや

るのと関連があるかどうか。

次の７０ページの企業立地促進事業費につい

て。企業誘致について、来年度は自動車や半導

体などの製造業をはじめ、３１社が進出予定と

なっています。期限の定めのない正規雇用はど

のような状況か。また、これまでの誘致企業で

の正規雇用者の数はどのような状況か。

最後に、離職者就職支援について。新型コロ

ナの関連で解雇や雇止めになった方々はたくさ

んいますが、大変雇用状況が厳しくなっていま

す。特に女性の雇用環境が悪化しています。企

業への就職要請や職業訓練、技術研修など必要

となっていますが、その対策はどうか。また、

それらを通して就職につながった方々の人数及

び女性の数は分かるでしょうか。

また、新型コロナ感染症抑制のための休業手

当、休業支援金がありますが、パートやバイト

で働いている人は約５割がそれを知らなかった

との結果も出ています。県内労働者の生活の一

端を支える支援金制度の周知徹底が必要だと思

うが、その対応はどうでしょうか。
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馬場経営創造・金融課長 中小企業金融対策費

についての御質問にお答えします。

県ではこれまで金融機関や信用保証協会に対

し、金融相談の積極的な対応、既存融資の返済

条件の緩和、赤字や債務超過など、事業者の実

情に応じ最大限の資金供給を行うようたびたび

要請を行ってきました。

大分県信用保証協会の今年度の代位弁済額は

２月末現在で約９億５千万円で、資金繰り支援

の効果により、前年同期比で３６．１％減少し

ています。

県制度資金における条件変更中の件数、金額

は、本年２月末現在で８６０件の１０５億円で

あり、昨年度末に比べ、件数は４５件の減少、

金額は約１．４億円の増加となっています。件

数減少の要因は、借換えによる追加融資や複数

借入れの一本化によるものと思われます。

また、金融庁が公表している条件変更の実行

率全国平均は、昨年１２月末までの実績で地方

銀行と信用金庫がそれぞれ９９．５％、信用組

合が９９．８％と高い割合になっています。

今後も金融機関や信用保証協会に対し、必要

に応じ返済条件の緩和などについて要請すると

ともに、５００社訪問などを通じ、対応状況の

モニタリングを行いたいと思います。

それから、定時返済不要短期資金についてで

す。

これは最長５年まで継続利用できる１年以内

の満期一括返済型の短期資金で、保証料率を含

む実質利率は年１．９５％です。満期まで元金

の返済が不要で、借入れが増え、資金繰りが必

要な飲食業、サービス業などの運転資金の需要

を見込んでいます。

佐藤先端技術挑戦室長 スペースポート推進事

業費についてお答えします。

大分県内の経済波及効果約１０２億円の試算

について、前提条件として、ロケットの打ち上

げ件数を１年目は１回、２年目も１回、３年目

は３回、４年目は５回、５年目は８回、計１８

回と仮定しています。ヴァージン・オービット

社は打ち上げ件数を発表しておらず、英国での

事例とか、先行する米国企業の実績も踏まえ、

大分県で独自仮定したものです。

その上で、先行する米国、英国の事例や国内

先行地のデータを参考に総消費額を試算し、産

業連関分析を用いて算出しました。燃料費や輸

送費、ロケット、人工衛星施設のほか、観光客

やビジネス客の消費などを含んでいます。

続いて、ＤＸ推進事業費です。

まず、人材育成の目標についてですが、方向

性を２点ほど考えています。

１点目は、小規模事業者や高齢者等もデジタ

ル化の恩恵を受けられるよう、誰一人取り残さ

ない社会をつくっていくこと。そのため、まず

重要となる情報セキュリティについて、事業者

や事業者に伴走支援する商工団体の経営指導員

等に向けた講習を開催します。

また、ＩＴを苦手とする高齢者等、情報弱者

がどのようなことで困っているか調査し、今後

の施策の検討にいかしていきます。

方向性の２点目は、企業内に新たな産業創出

や社会課題の解決に資する高度ＩＴ人材を育成

することです。そのため、データサイエンティ

ストの育成講座やＡＩ活用人材育成講座等の新

たなスキルを習得する実用的なセミナーを充実

させていきます。

次に、自治体ＤＸ推進計画についてです。

システムの統一、標準化により、住民に対す

る個別サービスが低下することを心配されての

御質問だと思いますが、自治体ＤＸ推進計画で

は自治体の情報システムの標準化・共通化、セ

キュリティ対策の徹底などが重点取組事項と位

置付けられています。国が整備する仮称、ガバ

メントクラウドを活用することになっており、

その取組については、多様な自治体の実情や進

捗をきめ細かく把握し、丁寧に意見を聞いて進

めることとなっています。県として自治体の業

務効率化を図りながら、きめ細やかな住民サー

ビスが継続できるよう、国の動向を注視しつつ、

市町村と連携して取り組んでいきます。

島田情報政策課長 自治体ＤＸ推進計画と個別

の各二つの事業の関連についての質問でした。

５３ページの総合行政ネットワーク運営事業

費は、現在運用されている地方自治体向けネッ
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トワークの総合行政ネットワークの運営に関わ

るもので、既に運用されています。

また、番号制度対応基盤システム整備事業費

については、マイナンバーの国のシステムと県

の基幹システムを結ぶためのサーバー、ハード

の整備、それからそれに関連するシステムで、

こちらについても既に運用されているものです。

自治体ＤＸ推進計画と直接の関係はありません。

自治体ＤＸ推進計画については、仮称ですが、

自治体ＤＸ推進手順書をこの夏に国が示すとい

うことなので、それを見ながら市町村と連携し

て取り組むことになろうかと思っています。

高野企業立地推進課長 企業立地促進事業費に

ついてお答えします。

令和３年度において、企業立地促進補助金交

付予定企業３１社の雇用予定者数は、期限の定

めなき雇用をはじめ、非正規雇用を含めた常用

雇用者は１，３０１人となっています。

次に、これまでの誘致企業での正規雇用者数

についてですが、昨年行った企業概要調査では、

回答のあった進出企業２２５社の７月１日時点

での正規雇用者数は２万７，３５７人となって

います。

徳野雇用労働政策課長 雇用関係２点について

お答えします。

まず、再就職支援についてです。

企業への就職要請は非常に重要であると考え

ており、コロナ禍にかかわらず行っていますが、

今年は特に力を入れ、大分労働局では県内７か

所のハローワークに計１３人の支援員を配置、

県では１２人の支援員が企業開拓を行っていま

す。

その結果、コロナ離職者の再就職件数、ハロ

ーワークの部分は公表していませんが、支援を

行っている産業雇用安定センターに聞き取りを

し、約１００人のうち半数、４６人が女性で、

そのうち就職が決まった方が２７人、残り１９

人の方は継続支援中ということです。

次に、職業訓練、技術研修も大事です。コロ

ナ離職に対応するため、国の求職者支援訓練に

ついては、介護、医療事務の定員枠を８０人増

やし、計３２０人の枠を用意しています。県で

は女性を中心に、Ｗｅｂ制作、Ｗｅｂライティ

ング等を行う自営型テレワーカーを１２３人養

成しています。訓練後の就職、受注などの実績

は現在取りまとめ中です。

国も、非正規雇用の女性の雇用環境の厳しさ

を認識しており、今月中旬までには非正規雇用

の就業に関する支援策を取りまとめるとしてお

り、その動向も注視しながら、さらに再就職支

援に力を入れていきます。

２番目に、休業手当及び休業支援金の周知で

す。

県も大分労働局と連携し、しっかり周知して

いくため、二つの方法を考えています。

まず、労働相談に来られた方にしっかり周知

する方法です。昨年５月以降、県及び大分労働

局の相談窓口に来所、電話等により休業に関す

る相談があった方３９５人に対し、個別に支援

金等の説明を丁寧に行っています。

もう一つは、相談に来られない方に対し、ホ

ームページに掲載するとともに、県や市町村の

広報紙を活用しながら周知を図っていきます。

堤委員 自治体ＤＸの関係で、さきほど国がガ

バメントクラウドをつくって標準的なものをつ

くると言われましたね。きめ細かなといっても、

全ての自治体で様々な制度があるわけで、それ

をまとめて一つの標準的なものにしようと思え

ば不可能ですよね。どこかで標準的なものをつ

くらなければいけないです。切らないといけな

いわけね。そういうことも現実に自治体でして

いるところもありますね。自治体によってつく

っていたものがなくなったりが実際起きてきて

いるわけで、これを日本全国でしてしまうと、

ますます切り捨てが進むと思われますが、大丈

夫ですか。それを再度聞きます。

それと、番号制の問題について、マイナンバ

ーとの関わり合いと言っていたが、非常に危惧

するのは、情報が漏えいすることもさることな

がら、所得税とかとのひも付けです。健康保険

証のマイナンバーカード利用も決まっています。

そういうもの全部がひも付けされ、国が一元管

理するのが非常に怖いところだから、そういう

状況にならないようにと思いました。最後に県
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としてそういう危惧を持っているかどうか聞き

ます。

島田情報政策課長 自治体ＤＸ推進について、

まずシステムについては、住民情報であるとか、

そういう基幹的な１７業務について共通化をま

ず図っていく方針が示されています。これにつ

いては、基本となる業務を各市町村が行うので、

この共通化のメリットは大きいのではないかと

考えています。

一方、市町村の中で様々な意見があるかと思

いますが、国がフェイスブックで行政職員限定

のデジタル改革共創プラットフォームというの

を持っており、１千人ぐらいの方が参加してい

ます。その中で結構フランクに自分たちの実態

等を市町村の方が述べ、国も共有する仕組みも

あり、丁寧に議論されるのかなと考えています。

情報漏えいについては、通信ネットワークを

どう維持していくかとか、そもそも様々なセキ

ュリティ対策が必要だと思っています。そうい

ったことも含め、システムの標準化、ガバメン

トクラウドがどう整備されていくか、まだ何も

示されていないところもあるので、国から情報

をもらいつつ、問題点があればしっかり指摘し

ていきたいと思います。

堤委員 私がさきほど言ったのは、結局マイナ

ンバーを通じて名寄せされると。つまりこれは

国が特定の個人について全ての情報を管理でき

るわけで、そういう危惧を持っていないかを聞

きたかった。

島田情報政策課長 マイナンバー制度について

は、使えるシステムが限定されていますが、我

々も今のところガバメントクラウドがどういう

ものになるか把握できていないので、そこの評

価はまだ何とも考える材料がない状況です。

原田委員 ９０ページにある新型コロナ対応離

職者再就職支援事業費について質問します。

この事業はとても大事だと思う反面、やり方

として、なかなか難しいところがあるのではな

いかなと考えます。

というのも、私の友人が６０歳で定年になっ

て、再雇用でホテルに勤めていました。こうい

った状況の中で職を失ってハローワークへ行っ

ていますが、ハローワークに行くたび、毎回、

介護施設への転職はどうですかと言われるらし

いです。

例えば、保育士とか、看護師とか、土木技師

とか、資格を持っていたらまた別なんでしょう

が、資格を持っていない多くの方々が就職支援

されるのは介護関係と言われますね。具体的に、

今回取り組んでいこうとしている人材が不足し

ている分野への転職をどう捉えているか、ぜひ

お聞きしたいと思います。

徳野雇用労働政策課長 人材不足分野について

の御質問にお答えします。

大分労働局が毎月発表している雇用情勢の中

に、まず産業別の新規求人状況があり、依然と

してかなり人手不足の分野があります。例えば、

介護、福祉、それから建設といったところは常

に前年よりも新規の求人が上回っています。さ

らに業界に聞き取りをし、例えば、警備だった

り、トラック協会が所管する運輸、それから農

協の農業、こうした分野を想定しています。今、

委員も言われたように、特に異業種への転職が

年齢が上がるにつれかなり難しいというのは、

支援をしている産業雇用安定センターのコーデ

ィネーターからも聞いています。求職者側には

マインドチェンジ、要は今までの経験がいきる

ところといかせないところもあると。それから、

受け入れる方も、人手不足分野に関してはそう

いった方がちゃんと定着するようにコーディネ

ーターを入れて丁寧に支援していきたいと考え

ています。

原田委員 分かりましたが、例えば、介護関係

でいうと、やはり雇用労働条件とか、肉体的な

負担とかいう根本的な問題が一方であるわけで

すよね。その中で、コーディネーターの方々が

そういった思いを聞きながら、求人を出してい

る事業所と求職者がウィン・ウィンの関係にな

るような取組をぜひ工夫しながら進めてくださ

い。

木田委員 予算概要５５ページにあるスペース

ポート推進事業費とスペースポート受入環境整

備事業費の関連です。

現在、補正予算から観覧所、展望所の構想と
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か、準備が進んでいると思います。スペースポ

ートを核とした周辺施設に宇宙科学館のような

施設を設ける構想は含まれるのかどうかです。

例えば、岐阜県では企業版のふるさと納税を

活用して、航空宇宙博物館をリニューアルして

航空宇宙産業人材の育成に取り組むといったこ

ともありますが、大分ではそういった方向があ

るのか伺います。

二つ目は、スペースポートに関連したノベル

ティやグッズ関連の開発、販売にどう取り組ん

でいくのか伺います。

先日、議員にもピンバッジとシールをお配り

いただいてありがたいと思いますが、他のいろ

んなお土産品になるか分かりませんが、そうい

ったものの開発展開ですね。ＩＳＴＳで販売す

るとか、空港でも販売するとか、どう取り組む

か伺います。

佐藤先端技術挑戦室長 スペースポート推進事

業についてお答えします。

１点目の宇宙科学館については、今のところ

設ける構想はありません。宇宙港の実現に向け、

この打ち上げ会社であるヴァージン・オービッ

ト社とか、宇宙関連企業とも連携し、実際の宇

宙港を現場として活用した教育プログラムの展

開などを検討したいと思っています。子どもた

ちにとっても、世界最先端の本物の体験ができ

るのではないかと考えています。

続いて、ノベルティ、グッズ等についてです。

既に地元企業であるとか、県内クリエーター

の方から、スペースポートや宇宙をテーマにし

た商品開発の話などが出てきています。これら

の民間の取組を後押しするとともに、言われた

ＩＳＴＳのような場も活用し、宇宙関連イベン

トの連携についても検討していきます。

木田委員 その構想は含まないということで、

もったいないと感じますが、単なる箱物を造る

べきということではありません。Ｏ－Ｌａｂｏ

でも、今、宇宙関連の展示はされていると思い

ますが、ある程度のフィジカル空間はいると思

います。ＶＲで宇宙港の取組、あるいは宇宙関

連産業のやろうとしていることをバーチャルに

感じて学べるとか、そういったものを設けても

いいのではないか。今回、観覧所にしても、発

射自体、打ち上げ自体が年に数回なので、駐機

している状況は年に何日か見ることはできるか

もしれないが、その頻度を考えたときは、ある

程度そういったバーチャルにいろんなことを学

べる、体験できるものを併設していくようなイ

メージで今後検討していただけないかという提

案です。大きい博物館を造れとかいうことは言

っていないので、そこをもう一度イメージを変

えて御答弁ください。

また、グッズの関係ですが、ライセンスの関

係ですね。宇宙港のピンバッジのデザインもい

いと思いますが、あとヴァージン・オービット

の打ち上げシーンの映像とか写真──あの写真

もヴァージン・オービット社のライセンスにな

っていると開発がなかなか難しいところもある

かもしれません。私どもも、広報であの打ち上

げ、発射シーンの映像とか写真を使うにしても、

やはりライセンスといった障壁があるので、県

でライセンスフリー、あるいは県に申請して広

報とかで使えるようなフリー素材を作成してお

けば、また来年の打ち上げに向け、いろいろ活

用できるかと思います。

佐藤先端技術挑戦室長 １点目の宇宙科学館、

箱物ではないと言われていたので、私もそのと

おりかと思っています。実際、今度、打ち上げ

るヴァージン・オービット社についても、やは

り地元貢献をしたいという話があるので、打ち

上げに際しては、例えば、地元の小学生だとか

中学生にそういうセミナーを設けたりといった

ことも十分考えられます。

打ち上げについても、多分最初は年に数回だ

と思うので、打ち上げのないときにいかに人に

来ていただくかが重要だと思っています。例え

ば、ヴァージン・オービット社が組立工場を造

るとかになった場合、空いている時間に社会見

学できればいいと思います。委員が言われると

おり箱物ではなく、子どもたちがいかにそこで

学べる環境をつくっていくかが非常に大切だと

思っているので、そういう観点でこれからも進

めていきたいと思います。

それから、２点目のライセンスについてです。
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確かに、かなり外国企業はライセンスが厳し

いので、ホームページに載っているのをそのま

ま使うと後々問題があると思いますが、言われ

るとおり、誰もが使えるようなものはこれから

必要になってくると思います。

あと、ノベルティ等ですが、我々は今、広報

のためにバッジとかを作っているので、これを

商用利用するとなったとき、やはりその権利関

係をどうするか、よくよく考えて公開しないと

いけないと思っています。そういったことにつ

いてもこれから検討し、当面は、バッジ等につ

いては、教育目的等で使用したいと考えていま

す。

守永委員 ２項目お尋ねします。

まず一つが、予算概要の７１ページ、リモー

トワーク誘致推進事業費についてです。さきほ

どから説明と質疑にも出ていますが、リモート

ワークについてはコロナ禍で多くの企業が関心

を持っていますが、本来の目的をどこに置いて

支援しようとするのかを整理しておかなければ、

経営者にとっても、働く従業員にとっても、意

味をなさないものになりかねないと思います。

どのようなメリットを捉えた事業なのか、考え

方を改めてお示しください。

事業に取り組む予定候補企業があるのであれ

ば、その状況を教えてください。

あと、５４ページの先端技術挑戦プロジェク

ト推進事業費について、５Ｇなどの先端技術の

活用による地域課題の解決、新産業創出を図る

ための支援を行うとありますが、５Ｇを活用し

た技術を進展させることは大切なことだと思い

ますが、大分県下での５Ｇ環境の整備エリアに

ついては、どのような見通しを持って各事業を

展開していくのか伺います。

地域課題を解決するために５Ｇを活用したシ

ステムができたとしても、５Ｇの利用環境がそ

の地域になければ使えないので、利用可能エリ

アがどのように拡大していくことを背景に取り

組まれますか。

高野企業立地推進課長 リモートワーク誘致推

進事業費についてお答えします。

リモートワークにより地方への新たな人の流

れが期待される中、県ではこの流れに着目し、

当該事業を通じて社員の移住につながる取組を

進めていきたいと考えています。都心部からの

社員の移住により、人口の社会増はもちろん、

地場企業とのビジネスマッチングや社会貢献活

動による地域課題の解決、大分での起業なども

期待できると考えます。

移住する社員にとっては、生まれ育った場所

など、好きなところで働けることに加え、人生

の選択肢が増えることで豊かなキャリア形成に

もつながると思われます。

経営者にとっては、地方創生に資する取組と

してＣＳＲ活動等に位置付けるだけでなく、社

員の満足度を向上させ、その会社で働くことの

魅力を向上させることが期待されています。

なお、予定候補企業については、現在、社員

の移住に前向きな企業との間で連携した取組に

向けた協議を行っています。

佐藤先端技術挑戦室長 先端技術挑戦プロジェ

クト推進事業費についてお答えします。

５Ｇエリアについては、２０１９年に総務省

が通信事業者に示した５Ｇ基地局展開の方針で

は、５年以内に全国１０キロメートル四方のメ

ッシュで５０％以上をカバーするように５Ｇ高

度特定基地局を整備することとしています。

県においても、２０１９年から５Ｇの基地局

整備を地方から展開することを目的に、総務省

の５Ｇ実証事業に参画するなどの取組を通じて、

通信事業者に対して５Ｇ基地局整備の働きかけ

を行ってきました。また、ラグビーワールドカ

ップでは、昭和電工ドーム大分においてＮＴＴ

ドコモによる５Ｇ基地局が整備され、マルチア

ングル視聴など、５Ｇが体験できる環境が整備

され始めました。

今年度は、県独自でＮＴＴドコモに委託して

５Ｇ実施を行い、パークプレイス大分のフード

コートにおいて、太陽の家の障がい者が遠隔操

作ロボットによる接客サービスを行うなど、５

Ｇを活用した障がい者の社会参画、就労支援な

どに一定の効果があったことから、太陽の家と

ＮＴＴドコモが具体的なサービス展開に向け協

議を始めています。
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来年度は５Ｇエリア外の地域において、仮設

の５Ｇ基地局による実証を想定しており、５Ｇ

を活用した地域課題の解決に取り組むことで５

Ｇの活用ニーズを掘り起こし、通信事業者のエ

リア展開を誘致していきます。

守永委員 まずリモートワークについては、何

社かと協議を行い、しかも、大分県出身者と考

えていいんですかね。今話を伺った中では、大

分県から出ていった方々が、その会社から大分

に戻ってきて、大分で会社の仕事をする。その

際、生まれ育った地域で地域の核を、地域での

コミュニティを取り戻していくというイメージ

を捉えられるのかなと思いました。それぞれの

思惑なり生活設計もあるでしょうから、うまく

マッチングできるよう、そういう様々なチャン

ネルを持ちながら折衝していただきたいと思う

し、また何社ぐらいと今協議をしているか、数

が分かれば教えてください。

それと、５Ｇについては、仮設局を造ったり

取組をされているということで、かなり積極的

にやられていると思います。とにかく５Ｇのス

マホ等を持ちながらになると思いますが、また

イメージが違ったら教えていただきたいですが、

５Ｇのスマホに切り替えたとき、私も話を聞い

たときは、５Ｇの機械だと３Ｇエリアになると

圏外になるという、今までの携帯電話と少し扱

う状況が違うのかなと感じました。圏外エリア

になってしまうと日常的に使うのに差し障りが

あるので、逆に機械そのものが普及しないとい

う懸念がありますが、それに対してどのように

考えられるか教えてください。

高野企業立地推進課長 大分への移住の関係、

企業の従業員に働きかけた中で、やはりまず大

分の出身者とか、大分にゆかりのある方を中心

にというような形になるかと思います。

また、今、実際に移住に前向きな企業と話を

していますが、具体的な内容で協議しているの

は１社です。

島田情報政策課長 ５Ｇエリアの内容について、

機器による電波の違いによる使い勝手ですが、

すみません、ちょっと私も把握していません。

現在、電気通信格差是正事業で、これは４Ｇで

すが、居住エリアではどこでも使えることを目

指してずっと働きかけており、５Ｇになっても

同様に、当面は通信事業者と連携し、また働き

かけながらになりますが、適切な通話環境とか、

通信環境が整えられるよう、継続して取り組ん

でいきたいと思います。

守永委員 ５Ｇの機械については、私が聞いた

ところでは、これまで４Ｇの機械──今、皆さ

んが多く持っている機械については３Ｇエリア

でも使えるから、圏外になるエリアはなかった

らしいですが、５Ｇになると３Ｇエリアのとこ

ろが圏外になるということです。いわゆる通信

可能エリアがぐっと狭まると聞いているので、

その辺は状況をぜひ把握し、何とぞお願いしま

す。

平岩委員 今、５Ｇの話が出ていたので、県が

ずっと格差是正計画を進めてきて、県内のいろ

んなエリアがカバーできていると思いますが、

携帯会社が非常に競争が激しく、いろんなとこ

ろに鉄塔を建てるということが起きています。

私たちはスマホを使うし、その恩恵にあずかっ

ていますが、うちの近くでこんなことが起きま

した。

楽天が携帯電話に参入して、何とかエリアを

拡大しようということで、それは５Ｇではなく

４Ｇですが、全く住民に知らされないまま、突

然工事をするという連絡が来ました。私の住む

団地は以前ＮＴＴドコモの携帯中継基地局の問

題があったので、非常にみんな心配し、この前

の日曜日に業者の人に来てもらって、話合いを

しました。もちろんそれを止めることはできな

いし、止めるつもりもないですが、業者が一方

的に住民に何の断りもなく、どんどんこれから

中継基地局ができていくとしたら、それはやは

りちょっと恐ろしいことではないかなと正直思

っています。

電磁波の問題を心配する人たちもいるので、

そういうところはしっかり把握していただき、

住んでいる住民との間でいさかいが起こらない

よう、しっかり見守っていっていただきたいと

思いますが、何かスタンスがあったら教えてく

ださい。
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島田情報政策課長 携帯電話等の基地局、鉄塔

等の設置については、国が所管しているので、

県自体がなかなか知る立場にないところもあり

ます。ただ、国に確認したところ、周辺住民へ

の説明も義務付けているわけではないように聞

いています。

ただし、個別の対応にはなりますが、そうい

った不安の声があったら、事業者には丁寧に説

明を求めるという国のスタンスなので、地域の

方々が不安に感じられるような場合は、県とし

ても地元の方への丁寧な説明等の対応について

事業者に求めていきたいと思います。

清田委員 予算概要２９ページです。

電源立地地域対策事業費９，５０９万７千円

で、前年度当初予算よりも約１億円の減額とな

っています。その理由と、またその箇所が分か

れば教えてください。

それと、６２ページです。

県産品取扱店等と連携した販売促進事業費８

００万円です。このうち、おんせん県おおいた

応援店の登録店の拡大と書いていますが、その

目標値、また現在の登録数及び登録した後の連

携していく手法、方針等について説明してくだ

さい。

稲垣工業振興課長 電源立地地域対策事業費に

ついてお答えします。

電源立地地域対策交付金には、水力発電所が

所在する県内１１市町に対する交付金と火力発

電所が設置されている大分市に隣接する５市に

対する交付金があります。

うち火力発電所に係る交付金は、１市当たり

の交付金の交付金限度額の総額が７，２００万

円となっており、その総額の範囲内で、５年間

にわたり各市が住民の利便性の向上や産業振興

のため、交付金を活用することになっています。

令和２年度は別府市、臼杵市、竹田市、豊後大

野市、由布市の５市が火力発電所に係る交付金

を計１億４００万円ほど活用しましたが、うち

４市については令和２年度までに限度額いっぱ

いを活用し終わっており、令和３年度は豊後大

野市１市の活用予定となったため、交付金総額

が対前年度比１億円減少したものです。

なお、水力発電所に係る交付金については、

昨年度とほぼ同額を予算計上しています。

御手洗商業・サービス業振興課長 県産品取扱

店等と連携した販売促進事業費についてお答え

します。

現在、応援店と位置付けられるものは、東京

４５店舗、大阪１１店舗、福岡１３店舗の計６

９店舗があります。各県外事務所のホームペー

ジなどで紹介しています。

おんせん県おおいた応援店制度を３エリア共

通の新たな仕組みとするため、現在、登録条件

等を県外事務所と協議しています。来年度はこ

れら６９のお店に改めて応援店として協力をお

願いするとともに、東京、大阪、福岡にある県

内企業や県人会などを通じ、県産品取扱店や飲

食店について幅広く情報収集し、まずは１００

店舗を目標に応援店を増やしていきたいと考え

ています。

連携の手法については、応援店店主の意見を

しっかり聞きながら、県産品のテスト販売や合

同販促イベントを企画するなど、ネットワーク

を強化していきます。さらに、東京ではリニュ

ーアルする坐来が旗艦店となり、応援店と相互

にＰＲするなど連携を強化します。大分の魅力

を重層的に発信し、県産品の販路拡大と大分フ

ァンの拡大を図っていきます。

清田委員 電源立地はよく分かりました。あり

がとうございます。

特に水力は、各地域、貴重な市町の財源とな

っているので、また今後も活用の促進を市町に

もお願いしていきたいのでよろしくお願いしま

す。

それと、おんせん県おおいたの確認です。東

京、大阪、福岡を合わせて１００という目標値

でいいのか、最後に伺います。

坐来との連携ということを言っていただき、

非常に期待しています。その１００という部分

の確認だけ伺います。

また、加入してくれる方にメリットがあるよ

うな、ウィン・ウィンの関係になるような形で

の運用をお願いします。

御手洗商業・サービス業振興課長 県外事務所
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がいろんな地域にどういうお店があるか、今、

把握しています。まずは合わせて１００という

ことで考えています。

それから、ウィン・ウィンの関係になるよう

に、そこを丁寧に説明しながら協力いただきた

いと思います。

小嶋委員 私から、当初は３点出していました

が、一つ、リモートワーク誘致推進事業費は、

さきほど森委員と守永委員の話で内容は十分つ

かめました。会派の中で役割分担を十分できて

いなかったことを関係者の皆さんにおわびしま

す。

１点目は、３７ページの東九州メディカルバ

レー構想拠点連携促進事業費です。

東九州メディカルバレー構想拠点連携促進事

業の現状と今後の課題、方向性について少し御

説明ください。

この話が出始めて約１０年たつと思いますが、

事業者の撤退などもあり、うまくいっているの

か、少しその辺も見えていないので、調べ不足

かもしれませんが、御説明ください。

それともう１点は、９５ページの宿泊施設ワ

ーケーション環境整備支援事業費です。

この事業そのものは、どしどし展開していく

方向で私はいいと思いますが、Ｗｉ－Ｆｉ環境

について、大分県内において自治体単位で通信

環境整備が必ずしも十分ではないところがまだ

たくさんあるのではないかと思います。

さきほど守永委員の質問の中で、５Ｇがもう

既に進んでいて、県内でもこれから拡大してい

く中にあり、市町村の中心地におけるＷｉ－Ｆ

ｉ環境が整備されていない、範囲が狭いという

ようなことからすれば、これからコロナ禍が改

善して外国人旅行者が来たとき、ここはＷｉ－

Ｆｉがないのかということにならないようにし

てください。この点、通信環境整備について現

状どうなっているか、どの程度の進捗か伺いま

す。

小石新産業振興室長 東九州メディカルバレー

構想拠点連携促進事業費についてお答えします。

東九州メディカルバレー構想は、産学官の連

携により平成２２年に構想を策定し、翌年２３

年には地域活性化総合特区の認定を受け、推進

しています。大分大学医学部附属臨床医工学セ

ンターは重要な参画機関の一つとなっています。

御質問の事業の主なものは、このセンターの

運営支援を行うものです。このセンターは医療

機器に対するニーズの探索交流会などを県と共

催しています。これにより、医療機器の開発、

上市、販売につながった件もあります。また、

こういった取組を進めたことにより、県内企業

の医療機器開発の技術力もついてきていると思

っています。コロナ禍で県内の医療機関、施設

では感染症対策の機器、衛生品が不足する事態

になりましたが、県内企業の有志がチーム大分

として立ち上がり、臨床医工学センター設計の

フェイスシールドの製造を行うなど、ものづく

り力を発揮しました。

なお、現在も継続して人工呼吸器の開発に取

り組むグループもあります。

課題については、これまでニーズ探索交流会

では手術室も含めて視察を可能とするなど、企

業との交流を積極的に進めていましたが、コロ

ナ禍でこの部分が困難になっています。

今後の方向性としては、コロナ禍の課題も踏

まえ、大分市大道に開設する医療機器の展示・

交流スペースに大分大学の臨床医工学センター

から講師に来ていただいて、開発企業向けの研

修を行うなど、この場の有効活用も行っていき

たいと思っています。今後も地域活性化総合特

区を活用しながら、地道に着実に事業を展開し、

構想の推進につなげたいと思っています。

岡田観光政策課長 宿泊施設ワーケーション環

境整備支援事業費についての御質問です。

各宿泊施設によりインターネットに接続する

ための回線網は異なっていますが、いずれの回

線網においても、ビジネス利用が可能となる規

格のＷｉ－Ｆｉルーター等の導入を推進してい

きます。

その中でも、特に光ファイバー網の整備につ

いて、県が保有する豊の国ハイパーネットワー

クの空き芯の貸出し等の支援を通じ、エリア拡

大を図っています。総務省の調査では、令和２

年３月末の世帯カバー率は９５．６％となって
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おり、１０市町で世帯カバー率が１００％に達

しています。今年度、姫島村が整備を完了して

います。

今後、佐伯市や臼杵市、国東市など来年度に

かけて整備計画を前倒しする自治体もあること

から、多くの未整備地域の解消が進むと見込ま

れており、光ファイバーへの接続が可能となる

宿泊施設等が増加する見通しとしています。

小嶋委員 メディカルバレーの関係ですが、平

成２３年からということで１０年以上たつわけ

ですが、当初、県が考えてきた取組の進捗と今

日の状況が考えてきたとおりに進んでいるか、

客観的な評価をお聞かせください。

それから、ワーケーションの関係については、

だんだん各市町村の環境整備が進むことになれ

ば、その取り巻くエリアで、例えば、駅のそば

とか、観光地、あるいは中心市街地などにもそ

れが進むものと考えています。それはそれで進

めていただきたいと思いますが、コロナが収束

して観光客が増え始めたとき、だめだというこ

とにならないよう、ぜひ努力をお願いします。

それで、項目に上げていないですが、一つ要

望します。

３８ページにエネルギー関連産業成長促進事

業費があります。今回の議会で藤田議員がエネ

ルギーの関係について質問したとき、水素の話

が出ていました。県もこれから水素の事業につ

いては進めていきたいと結構しっかりと訴えら

れていました。府内町にＯ－Ｌａｂｏの展示館

がありますが、そのＯ－Ｌａｂｏの展示館の隣

に水素に関連する展示学習館を来年度予算あた

りで検討してはいかがかなと思います。今質疑

して今答弁というのは無理だと思いますが、ぜ

ひ御検討いただき、これから先の水素の展望も

含め、子どもたちや大人にしっかり理解できる

よう取り組んでいただけるといいなと思うので、

それを要望します。

１点だけ、メディカルバレーの件、お願いし

ます。

小石新産業振興室長 当初はアジアに貢献する

四つの拠点づくりということで、産学官がそれ

ぞれの役割で、例えば、研究開発の拠点づくり、

あるいは医療技術人材育成の拠点づくり、血液

・血管に関する医療拠点づくり、医療機器産業

の拠点づくりということで、医療機器に特化し

たところで進めてきました。第１期計画が５年

間であり、平成２９年から第２期計画に入って

います。

第２期計画については、従来やっている医療

機器の産業を伸ばしていくことももちろんやっ

ていますが、介護、看護、福祉機器も積極的に

取組をしています。医療機器の開発、上市も出

てきていますが、介護、福祉関係の機器につい

ても開発する企業も出てきており、上市する製

品も出てきています。

今後も着実に、なかなか華々しい成果という

のは難しいですが、一つずつ積み重ねていきた

いと思っています。

猿渡委員 さきほどから質疑があっている新型

コロナ対応離職者再就職支援事業費について、

これまでの答弁を踏まえ、少しだけ聞きます。

セミナーの開催はどのような内容になるのか。

４分野掛け２回と書いていますが、例えば、介

護なら介護の分野についてどの程度学べるのか、

資格取得への支援的なものはあるのか、その辺

を聞かせてください。

それと、例えば、ホテルとかのベッドメイキ

ングとかメンテナンスを担っていた人たちが介

護や医療の分野でということも考えられるかと

思いますが、そういう場合にも、感染防止に対

する知識とか、掃除の仕方のポイントとか、そ

ういう不安解消につながるような研修的なもの

もあるといいのではないかと。介護なり医療分

野で働こう、そこの現場で貢献しようという気

持ちにつながるのではないかと思いますが、そ

の点はどのように考えているのか教えてくださ

い。

徳野雇用労働政策課長 離職者再就職支援事業

費のセミナーの内容についての質問にお答えし

ます。

さきほども答えましたが、今想定しているの

は介護、福祉、建設、警備、運輸、農業ですが、

４分野の２回の予算を組んでいますが、この先

の雇用状況等に応じて柔軟に対応していこうと
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も考えています。

さきほど言ったように、やはり離転職という

のは非常に気持ちの問題や資格等というところ

になるので、まずは資格等の前に気持ち──こ

の業界が何をしているところなのか、あるいは

具体的に企業に見学に行くことも考えています。

まず、そうしたセミナーをやりながら、資格取

得等についてはまた次の段階で、例えば、介護

であったら介護研修センターの事業、建設、警

備といったところで具体的な養成の研修を行っ

ているところもあるので、連携していこうと思

っています。

ホテルとかのクリーニングであれば、今、コ

ロナで離職して、介護施設への転職者もかなり

いて、受入側で介護施設のコロナ対策の研修等

を含め、離転職者を支援していると聞いていま

す。多分同じ業種でかなり求人が落ちているの

で、コロナ離職者がこういった人手・人材不足

分野に転職する方向は今後も増えてくると思い

ます。そういった入口の部分から資格取得、そ

れから介護に関しては福祉保健部で今回予算で

貸付金２０万円といった準備に充てるものも組

んでいるので、そういったものも活用しながら

再就職支援を図っていきたいと考えています。

藤田委員 まず最初に、予算概要の３８ページ、

エネルギー関連産業成長促進事業費に関わり、

太陽光発電３Ｒ地域サポート体制構築事業は今

年の３月１５日までとなっていますが、今後の

太陽光パネルの３Ｒ推進の取組をどう考えてい

るのか。

また、国の太陽光パネル撤去費用積立制度に

関し、県内で発電事業を行っている事業者の状

況と次年度以降の啓発の取組をどう考えている

か。

さらに、県エコエネルギーチャレンジ支援事

業で、今年度取り組んでいる太陽光パネルから

の再利用可能マテリアル抽出事業の今後の展開

をどう考えているか伺います。

２点目として、県産加工食品海外展開サポー

ト事業費で、米国ニューヨークにおける焼酎合

同プロモーションが開かれるということで、こ

の概要をお願いします。

それと、通告していませんが、あと１点お願

いします。

９５ページの観光消費促進事業費の中で、地

域資源活用型観光サービス開発支援があります

が、これは一般質問でも取り上げた酒蔵ツーリ

ズムの開催に向け、酒蔵を観光資源として活用

していくという視点で、今、県下各地でばらば

らに行われているイベントを時期を統合して開

催できないか。前回一般質問で時間がなかった

ので、秋月局長にその可能性についてどう考え

るか伺います。

稲垣工業振興課長 太陽光発電３Ｒ地域サポー

ト体制構築事業費についてお答えします。

まず、今後の３Ｒ推進の取組ですが、県内で

太陽光発電が増加する中、太陽光発電を長期に

安定的に継続していくためには、設計施工、保

守点検、修理の産業基盤を確立するとともに、

使用後の有効活用、適正処理など、太陽光発電

の３Ｒに向けた取組を強化する必要があると認

識しています。

県では発電事業者、保守管理事業者、関連団

体による連絡会議を設置し、大分県地球温暖化

対策協会に事業を委託し、関係団体と連携しな

がら先進事例や制度改正の情報提供、保守点検

技術や設備の適正処理に関する研修会の開催、

発電事業者等へのアンケート調査を実施してき

ました。

現時点では、リデュースの観点から保守点検

技術の研修等を行い、適切なメンテナンスによ

る安定発電のスキルの向上や長期使用化を主に

図っていますが、今後、老朽化により大量の排

出が見込まれる太陽光パネルのリユース、リサ

イクルの対応も強化しながら、令和３年度も太

陽光発電３Ｒ事業を引き続き実施していきます。

次に、国の太陽光パネル撤去費用積立制度に

ついては、令和２年度に開催したセミナーにお

いて、経済産業省の担当者を講師に招き、現在

の積立制度の検討状況等について関連事業者に

情報提供したところです。

令和３年度もセミナーや発電事業者に対する

アンケート調査等を通じて制度のＰＲを行うと

ともに、太陽光発電の状況等をモニターしなが
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ら、令和４年４月のスタートが検討されている

積立制度がスムーズに開始されるよう図ってい

きます。

最後に、太陽光パネルからのマテリアル抽出

事業については、現在、県の事業にて分別装置

の開発と事業化に向けた実証的な取組を支援し

ています。今回の事業実施状況を踏まえながら、

リユース、リサイクル技術の確立、抽出したマ

テリアルの再資源化、販売先の確保など、各課

題の解決に向けて、関係機関と連携しながら、

県内でのリサイクルビジネスの構築に向け、関

連産業、企業の育成を図っていきます。

御手洗商業・サービス業振興課長 私からは、

県産加工食品海外展開サポート事業費について

お答えします。

巨大マーケットである米国ニューヨークをタ

ーゲットに本格焼酎のＰＲ活動を展開しようと、

大分、熊本、宮崎、鹿児島の４県で協議を進め

ています。

米国では蒸留酒は主にホテルやバーでカクテ

ルとして親しまれていることから、現地に合わ

せた焼酎の売り込み方として、世界トップバー

テンダーなどを九州に招聘し、産地視察や商談

会の実施を予定しています。

また、コロナの感染拡大状況にもよりますが、

来年２月にニューヨークを訪問し、現地のホテ

ルやバーにおいてバイヤーやバーテンダーなど

のセミナーや商談会、また焼酎カクテルキャン

ペーンなどを実施したいと考えています。実施

にあたっては、各県及び各県の酒造組合、ジェ

トロなどと連携を図り、大分の本格焼酎をしっ

かりＰＲしていきます。

秋月観光局長 酒蔵ツーリズムについてお答え

します。

県内には様々な酒蔵があり、とても魅力的な

商品が展開されています。また、それぞれの酒

蔵で集客のイベントをしており、多くの皆さん

に魅力を発信していただいています。

酒蔵のイベントをする規模だったり、どうい

った地域の方々においでいただこうとして取組

を進められているのか、それぞれの酒蔵にいろ

いろ事情があるかと思います。まずは、酒蔵を

やっている方とか、酒造組合の皆さんに御意見

を聞きながら、どういったところから始められ

るか分かりませんが、研究していきたいと思う

ので、よろしくお願いします。

藤田委員 まず、太陽光発電の３Ｒですが、質

問の発端は、周辺の住民が確実に撤去されるの

かを心配されています。そういう視点で、間違

いなく撤去される仕組みの一つが国の積立制度

だろうと思います。県内で配置されている太陽

光パネルについて、絶対に最後は撤去されるよ

というメッセージを周辺の住民に向けて出せる

取組や啓発にぜひ取り組んでいただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。

それと、焼酎合同プロモーションの関係は、

招聘されたり、現地に出向いたりということで

すが、これは一般質問のときにもお話ししまし

たが、ぜひツーリズムと販売促進の取組が相乗

効果を上げられるよう、マッチポンプ的に進め

ていっていただきたいと思います。そういう意

味では海外展開サポート事業の中で焼酎を売り

込む際に、その焼酎と造っている酒蔵、その酒

蔵を育んできた歴史や文化、周辺の自然環境が

多分ＰＲの基になると思います。それと観光素

材が両方連携して、そういった動画の作成等も

組み立てていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。

あわせて、ＮＰＯと酒造組合で今月２７、２

８日に祝祭の広場で新酒まつりをします。今の

ところ県内２２の酒蔵、そして参加数でいくと

２９蔵が参加してくれることになりました。ま

た、その中で第１回のきき焼酎世界選手権をや

ろうと考えています。こういうのもニューヨー

クのプロモーションのときにぜひ九州４県合同

でできるといいなと思っていますが、感想はい

かがでしょうか。

稲垣工業振興課長 太陽光発電が老朽化して、

そのまま放置されるのではなかろうかという住

民の不安を取り除くような取組をと御意見をい

ただきました。

太陽光発電の撤去等については、撤去・運搬

・処理方法に関するガイドラインを国が定めて

おり、そういったガイドラインも連絡会議やセ
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ミナーの中でしっかり県内事業者に周知してい

くとともに、今、国で検討している廃棄費用の

積立担保制度は廃棄する場合の費用を確保する

もので、大変効果が大きいのではないかと思っ

ています。この制度がスタートしたら、各関係

事業者にしっかり加入するように指導していき

たいと思っています。

御手洗商業・サービス業振興課長 御提案あり

がとうございます。

正に、これから具体的にどういうプロモーシ

ョンをするか協議しています。今、委員が言わ

れたような歴史、文化などをしっかり伝えるよ

うな動画なども本当に重要だと思っているので、

そういった提案をしていきたいと思います。き

き焼酎世界選手権も大変面白い取組だと思いま

すし、提案したいと思います。ありがとうござ

います。

秋月観光局長 たくさんの様々な魅力的な酒蔵、

お酒に関するイベントが生まれていくのはとて

も大事なことだと思います。多くの酒蔵の魅力、

お酒の魅力をまずは県民に知っていただき、県

民が発信者になって県外に伝えていただいて、

多くの方を大分県に呼び込めるよう、私たちも

協力していくので、引き続きよろしくお願いし

ます。

吉村委員 概要８６ページのおおいた学生等県

内就職応援事業費です。

日本学生支援機構が今年４月から奨学金の返

還において企業から直接機構に送金ができるシ

ステムを開発し、運用を進めると聞いています。

これを使うことで節税につながるような話も伺

っており、これを企業努力といえばそうなのか

もしれませんが、官民一体となって取り組むと

いうか、周知していくことで、ぜひ活用しては

どうかと思います。これを活用していくことで、

奨学金の返還において、要件緩和だったり、よ

り拡充につながる可能性がないかという部分で

伺います。

徳野雇用労働政策課長 日本学生支援機構の制

度の活用及び奨学金返還支援との連携について

お答えします。

委員が御指摘のとおり、日本学生支援機構で

は４月から奨学金返還について企業の代理返還

が可能となるとともに、その場合、企業におい

て損金算入ができることになり、県としても、

社員獲得手段の一つとして県内企業に知ってい

ただけるよう周知に努めていきます。

県の奨学金返還支援制度については、平成３

０年度に人口の社会増につなげるため、県内中

小企業の製造業、情報通信業の技術者等を対象

として開始し、今年で３年が経過しました。こ

の事業の目的が若者の県内定着なので、この効

果的な方法について、昨年、福岡にオープンし

たｄｏｔ．（ドット）の活用、今回導入される

企業による奨学金の代理返済の制度の周知も含

め、幅広く研究していきたいと思います。

吉村委員 全国的に見ても、奨学金の返還支援

をする企業にはやはり人が集まるというか、説

明会でも今まで以上の人が来ていたり、申し込

んでいて来ない方が非常に少ないという内容も

拝見しました。

今後、こういった制度が広まっていけば、若

者や、就職する人を囲い込むというか、争奪戦

も起きてくると思うので、ぜひこの波に乗り遅

れないよう周知いただければと思います。

大友委員 私から２点伺います。

１点目、予算概要５４ページ、アバター戦略

推進事業費についてです。

アバター活用実証事業費補助に４，５００万

円計上されていますが、この補助対象はどのよ

うなところか、あと件数も教えてください。

２点目、予算概要８７ページ、ＵＩＪターン

就職等支援加速化事業費についてです。

ＵＩＪターン就職希望者の就職支援に要する

経費に３２２万１千円上がっていますが、就職

の面接のときの宿泊費とか交通費の支援かなと

思うんですが、インターンシップのときも対象

にあたるのかを教えてください。あと支援人数

は昨年も同等の金額があるので、実績で構わな

いので、人数を教えてください。

それと、就職希望者個人に対する支援になる

と思いますが、企業が取りまとめて申請するこ

とが可能か、その辺もあわせてお願いします。

佐藤先端技術挑戦室長 アバター活用実証事業
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費補助金についてお答えします。

この事業は、アバターに関連した製品やアバ

ターを活用したサービスの創出につながるプロ

ジェクトに必要となる費用に対して補助するも

のです。

主な条件としては、事業主体が企業や団体、

研究機関等から構成されるコンソーシアムであ

り、そのコンソーシアムの中に県内に事業所を

置く中小企業を含んでいること。それから、県

内でのサービス導入や県内企業による製品、サ

ービス提供の事業化につながるプロジェクトで

あることなどです。

令和３年度の補助件数は３件を予定しており、

補助率は２分の１、補助上限額は１件当たり１，

５００万円。１，５００万円掛ける３件で４，

５００万円の予算計上をしています。

補助対象経費については、事業に必要な物品

の購入やリースに関わる経費、開発や実証実験

に必要となる人件費、外注費や通信運搬費など

としています。

徳野雇用労働政策課長 ＵＩＪターン就職等支

援加速化事業費についてお答えします。

まず、委員の御指摘のとおり、就職面接に要

する経費及びインターンシップに要する経費で

あり、面接に関しては県外在住の就職希望者が

県内企業の面接を受ける際、それからインター

ンシップは県外の学生が県内企業のインターン

シップに帰ってこられる場合に、要した経費の

２分の１を各４０人ずつ８０人で予算措置して

おり、元年の実績が面接が２７人、それからイ

ンターンシップが３７人でした。

企業が取りまとめての申請が可能かという御

質問ですが、申請者はあくまで学生、希望者個

人になっているので、若者が申請したものを企

業が取りまとめて送付なりといったことは可能

にはなっています。

大友委員 アバターの件は担当課の方は分かる

と思いますが、ある葬祭業者の方が実証実験を

したいということで支援を受けたかったのです

が、受けられなかったということがありました。

この事業にあたるのかなと思いましたが、ちょ

っと違うということが分かったので、この件は

いいです。

就職希望者の支援についてですが、企業は今、

就職希望者に対して交通費、宿泊費を負担する

のが当たり前で、逆に負担しないと県外からの

就職の受入れがなかなかできません。支援がた

とえあろうがなかろうが企業が負担し、どんど

ん出している現状があると思います。

企業の負担を軽減する意味合いではなく、あ

くまで企業と一緒になってＵＩＪターンを推進

していく意味で、しっかり企業と連携し、取り

まとめて申請をどんどんしてもらう。一緒に企

業と推進をしていくような形を取っていただき

たいと思っています。

これは就職希望者も企業もおおいた産業人財

センターの登録が必要ですよね。そういう登録

も必要なので、本気でＵＩＪターン就職を増や

そうと思うなら、間口をもっと広げていただき、

企業と連携を深めて、今後の予算もどんどん拡

充していただきたいということを要望します。

三浦委員長 以上で事前通告者の質疑を終了し

ました。

ほかに御質疑のある方は挙手をお願いします。

河野委員 ７１ページのリモートワーク誘致推

進事業費について伺います。

会派で姫島に視察に行かせていただいた際、

現地に進出したソフトウェア会社の社長からビ

ジネスモデルについて説明をいただきました。

そのときの説明は、その会社の社員の研修では

なく、社外の希望者を集めて姫島で数週間から

数か月間の研修をするようなビジネスモデルを

言われていました。

さきほどからのリモートワークに関して、移

住者を限定にということのようですが、確かに

自治体等にしてみると、住民税等の入る移住者、

いわゆる住民票をきちんと移した方を目指すの

はよく分かりますが、実際こういった雇用を生

み出すとか、現地に人に来てもらおうというよ

うな自治体について言えば、とにかく自分たち

の地域の中でビジネスモデルを展開してもらえ

るのは本当にありがたいと村長も言われていま

した。そういったことを通じて、リモートワー

クの支援という考え方をもう少し幅広にできな
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いか考えを伺います。

高野企業立地推進課長 リモートワーク誘致推

進事業費については、確かに移住者を対象とし

て事業を組み立てていますが、その移住の前段

階で、例えば、ワーケーションとかの形で、地

元と言うか、姫島なり、大分県に一度来ていた

だき、地元との交流を含めた体験をしていただ

く形も移住の前段階としては取り組むべきこと

かなとも思っています。そういった中で、社外

の希望者を集めた研修をその中に入れる形で取

組ができるのかなと思います。

河野委員 そういった住民が少なくなっている

地域で企業を誘致し、実際ビジネスモデルを展

開しようとしたときに、隘路となっている部分

は居住が非常に貧弱であること。例えば、都会

の若者が来て、しっかりここに数週間ないし数

か月居住したいと思ってもらえるような──マ

ンスリーのマンションに類似した形の施設がど

うしても不足していますよねという話をいただ

いています。こういった事業者の声が届いてい

るのかどうか伺います。

高野企業立地推進課長 移住については、商工

観光労働部だけではなく、企画振興部の移住担

当とも連携していく必要があるということで、

企画振興部からの話の中でも、やはり受入れの

──住む場所ですね。アパートとかを含め、住

居が少ないという声も聞いています。

企画振興部については、例えば、移転に係る

引っ越し代とかはしっかりサポートしています

が、地元の市町村とそういったところはまた話

をしていきたいと思っています。

三浦委員長 ほかに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって商工観光労働部関係予算に対する

質疑を終わります。

以上で、本日の審査日程は終わりました。

次会は、明１７日午前１０時から当議場で開

きます。

これをもって、本日の委員会を終わります。

お疲れさまでした。


